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七
世
紀
前
半
期
に
お
け
る
地
方
知
行
の
存
在
と

「
走
り
者
」

頻
出
の
社
会
状
況

｛目

崎

克

員リ

は
し
が
き

近
世
初
期
に
頻
出
し
た
走
り
者
へ
の
領
主
対
策
（
返
還
協
定
・
還
住
奨
励
・
連
帯
責
任
制
）
に
つ
い
て
は
、
中
村
吉
治
『
近
世
初
期
農
政
史

研
究
』
以
来
、
初
期
農
村
政
策
の
一
環
と
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
。
筆
者
も
ま
た
細
川
氏
を
事
例
と
し
て
、
周
辺
大
名
と
の
人
返
し
、

還
住
奨
励
策
、
領
国
内
の
走
り
者
対
策
を
検
討
し
て
き
た
。
こ
れ
ら
大
名
に
よ
る
走
り
者
対
策
の
特
徴
は
、
自
領
民
の
他
領
へ
の
走
り
を

厳
し
く
禁
止
・
抑
制
す
る
一
方
で
、
「
国
ニ
人
を
多
置
」
く
た
め
に
他
領
か
ら
の
走
り
込
み
を
歓
迎
す
る
〈
出
る
を
拒
み
、
入
る
を
歓
迎
〉

と
い
う
点
に
あ
る
。
安
良
城
盛
昭
氏
は
、
こ
れ
を
「
封
建
領
主
の
独
善
的
な
エ
ゴ
イ
ズ
ム
」
と
呼
び
、
こ
の
事
態
を
克
服
す
る
た
め
の
対

策
と
し
て
領
主
相
互
間
の
人
返
し
を
あ
げ
る
。
し
か
し
、
細
川
氏
と
周
辺
大
名
の
人
返
し
を
検
討
し
た
結
果
、
安
良
城
氏
が
い
う
ほ
ど
に

農
民
の
土
地
緊
縛
を
体
制
的
に
実
現
し
て
い
っ
た
と
は
い
え
な
い
。
大
名
聞
の
人
返
し
は
、
幕
府
の
規
制
に
拘
ら
ず
相
互
の
政
治
的
関
係

一
七
世
紀
前
半
期
に
お
け
る
地
方
知
行
の
存
在
と
「
走
り
者
」
頻
出
の
社
会
状
況



一
七
世
紀
前
半
期
に
お
妙
る
地
方
知
行
の
存
在
と
「
走
り
者
」
頻
出
の
社
会
状
況

に
左
右
さ
れ
て
お
り
、
互
い
に
人
返
し
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
で
も
、
返
さ
れ
る
者
は
返
還
要
求
の
あ
っ
た
者
の
五
割
程
度
、
要
求
の
な

い
者
は
そ
れ
ぞ
れ
の
領
国
に
留
め
置
か
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
大
名
の
「
エ
ゴ
」
が
、
年
貢
・
夫
役
免
除
の
優
遇
策
に
よ
る
他
国
者
招
致
を

実
施
さ
せ
、
走
り
者
を
多
発
さ
せ
る
誘
因
と
な
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
大
名
領
国
は
決
し
て
一
様
で
な
く
、
そ
の
内
部
は
多
数
の
家
臣
知
行
地
に
分
か
れ
て
い
る
。
地
方
知
行
は
、
一
七
世
紀
後

半
期
に
多
く
俸
禄
制
へ
の
転
換
、
あ
る
い
は
形
骸
化
し
て
い
く
と
し
て
も
、
そ
の
前
半
期
に
は
個
々
の
給
人
に
よ
る
知
行
地
支
配
の
上
に

大
名
領
国
が
存
在
し
て
い
る
。
ぞ
う
し
た
領
圏
構
造
に
お
け
る
給
人
と
走
り
者
の
関
係
は
、
い
か
が
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

本
稿
は
、
豊
前
細
川
領
に
お
け
る
知
行
地
支
配
の
あ
り
方
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
一
言
及
さ
れ
な
か
っ
た
地
方
知
行
制

の
存
在
と
走
り
者
頻
出
の
社
会
状
況
と
の
関
係
を
探
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
給
人
の
財
政
状
況
に
つ
い
て
は
別
稿
を
参
照
さ

れ
た
い
。
ま
た
細
川
氏
が
寛
永
九
年
に
熊
本
へ
移
封
し
て
以
降
の
知
行
地
支
配
に
つ
い
て
は
、
森
山
恒
雄
氏
を
は
じ
め
詳
細
な
研
究
が
あ

る。
（

1）
 

（

2
）
 

〔註〕
岩
波
書
店
、
一
九
三
八
年
。

「
近
世
初
期
の
大
名
権
カ
と
「
走
り
者
』
返
還
」
〈
『
九
州
文
化
史
研
究
所
紀
要
』
三
五
号
、

対
策
と
土
地
緊
縛
」
（
『
九
州
文
化
史
研
究
所
紀
要
』
三
六
号
、
一
九
九
一
年
）
。

安
良
城
盛
昭
『
幕
藩
体
制
社
会
の
成
立
と
構
造
』
六
八
1
七
O
頁
（
御
茶
の
水
害
一
房
、
一
九
五
九
年
）

金
井
園
『
藩
制
成
立
期
の
研
究
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
五
年
三

「
近
世
初
期
の
給
人
財
政
と
知
行
制
変
質
」
（
『
社
会
経
済
史
学
』
五
六
｜
六
号
、
一
九
九
一
年
）

森
山
恒
雄
三
地
方
知
行
』
の
一
考
察
」
（
「
社
会
経
済
史
学
』
二
六
｜
三
・
六
号
、
一
九
六
0
・
六
一
年
）
、
松
本
寿
三
郎
「
肥
後
細
川
領

の
『
擬
制
的
』
知
行
制
」
（
「
法
文
論
叢
』
〈
熊
本
大
学
〉
三
九
号
、
一
九
七
七
年
）
。
森
田
誠
一
編
『
肥
後
細
川
藩
の
研
究
』
（
名
著
出
版
、

一
九
七
四
年
）
に
は
、
森
山
氏
論
稿
の
再
録
を
含
め
、
細
川
氏
熊
本
藩
の
基
本
文
献
を
載
せ
て
い
る
。

一
九
九
O
年
）
、
「
近
世
初
期
の
『
走
り
者
』

（

3
）
 

（

4）
 

（

5）
 

（

6
）
 



一
、
惣
検
地
と
知
行
地
の
配
分

慶
長
五
年
十
一
月
、
関
ヶ
原
役
の
戦
後
処
理
に
よ
り
、
丹
後
国
（
表
高
一
八
万
石
余
）
か
ら
豊
前
・
豊
後
国
（
表
高
三
十
万
石
）
へ
移
封
さ

れ
た
細
川
忠
興
は
、
当
初
中
津
へ
入
り
、
翌
六
年
に
惣
検
地
と
家
臣
へ
の
知
行
宛
行
を
実
施
し
た
。

惣
検
地
は
、
細
川
氏
の
家
譜
『
綿
考
輯
録
」
に
「
七
月
中
御
検
地
済
」
と
あ
る
が
、
現
存
す
る
検
地
帳
日
付
は
八
月

1
十
一
月
と
な
っ

て
い
る
。
検
地
の
開
始
は
、
七
月
付
の
検
地
条
目
が
あ
り
、
黒
田
如
水
か
ら
松
井
康
之
へ
宛
て
た
六
月
晦
日
付
書
状
に
、
「
御
検
地
頓
而

可
被
有
御
出
と
御
苦
労
奉
察
候
」
と
あ
る
か
ら
七
月
以
降
で
あ
る
。
長
く
て
も
五
ヵ
月
で
終
っ
た
惣
検
地
は
、
郡
ご
と
に
譜
代
重
臣
を
配

置
し
て
一
斉
に
実
施
さ
れ
た
。

田
川
郡
弓
削
田
村
の
検
地
帳
に
は
、
「
長
岡
監
物
内
、
村
山
九
右
衛
門
」
「
長
岡
監
物
内
、
津
井
治
右
衛
門
」
な
ど
と
あ
り
、
検
地
奉
行

は
長
岡
監
物
是
季
（
二

C
O
O石
）
、
実
際
の
検
地
は
彼
の
家
臣
が
行
っ
て
い
る
。
宇
佐
郡
高
家
村
の
検
地
帳
で
は
、
「
竿
打
奉
行
ハ
松
井
佐

渡
守
殿
内
、
漬
市
兵
衛
方
検
地
被
仕
候
」
と
松
井
佐
渡
守
康
之
（
二
万
五
O
O
O石
余
）
と
彼
の
家
臣
の
名
前
が
あ
る
。
ま
た
、
惣
検
地
で

は
そ
れ
ま
で
の
検
地
帳
を
参
照
し
て
お
り
、
同
五
年
の
暮
れ
、
領
地
引
き
継
ぎ
を
行
っ
た
松
井
ら
が
作
成
し
た
「
覚
」
に
は
、
黒
田
氏
か

ら
「
豊
前
之
帳
」
「
小
物
成
己
下
ノ
帳
」
な
ど
を
受
け
取
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
細
川
氏
の
「
永
青
文
庫
」
に
は
文
禄
二
年
『
豊
後
園
田

方
御
検
地
之
帳
』
も
残
り
、
こ
れ
は
速
見
郡
中
津
・
石
武
・
幸
野
・
下
河
内
村
の
太
閤
検
地
帳
を
合
冊
し
た
も
の
で
あ
る
。

年
貰
・
夫
役
の
賦
課
、
お
よ
び
知
行
宛
行
の
基
本
台
帳
と
な
る
検
地
帳
を
作
成
し
た
細
川
氏
は
、
こ
の
後
部
分
的
な
検
地
を
行
う
こ
と

は
あ
る
が
、
惣
検
地
を
実
施
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
検
地
帳
に
登
録
さ
れ
た
農
民
は
、
「
筋
目
之
百
姓
」
と
し
て
把
握
さ
れ
る
。
検
地
の

打
出
高
は
三
九
万
九
五
九
九
石
六
斗
、
表
高
三

O
万
石
に
対
し
一

O
万
石
弱
が
打
出
さ
れ
て
い
る
。

忠
興
は
、
同
六
年
十
月
に
家
臣
へ
の
知
行
宛
行
を
実
施
す
る
。
知
行
惣
高
は
、
「
御
検
地
之
高
四
拾
万
石
ニ
少
不
足
也
、
其
内
三
拾
万
石

を
給
地
ニ
被
下
」
と
あ
り
、
三

O
万
石
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
当
時
の
臨
戦
体
制
に
備
え
る
こ
の
よ
う
な
知
行
・
家
百
回
編
成
は
、
小
倉
在
城

一
七
世
紀
前
半
期
に
お
紗
る
地
方
知
行
の
存
在
と
「
走
り
者
」
頻
出
の
社
会
状
況



一
七
世
紀
前
半
期
に
お
け
る
地
方
知
行
の
存
在
と
「
走
り
者
」
頻
出
の
社
会
状
況

四

時
代
を
通
し
て
み
ら
れ
、
元
和
七

1
八
年
『
豊
前
御
侍
帳
』
、
寛
永
七
年
『
於
小
倉
御
侍
帳
」
で
も
一
一
一

O
万
石
ほ
ど
が
家
臣
へ
宛
行
わ
れ
、

蔵
入
高
は
一

O
万
石
前
後
だ
っ
た
。
当
時
、
知
行
地
は
全
体
の
七
割
を
占
め
て
い
た
が
、
熊
本
移
封
後
の
寛
永
十
七
年
で
は
六
割
と
な
り
、

知
行
地
の
相
対
的
減
少
が
み
ら
れ
る
。

細
川
氏
の
家
臣
団
は
、
豊
前
・
豊
後
へ
の
加
増
転
封
に
と
も
な
い
、
大
幅
に
増
加
し
た
。
慶
長
期
の
家
臣
数
は
不
明
だ
が
、
元
和
・
寛

永
期
に
お
け
る
家
臣
（
知
行
取
）
の
階
層
構
成
は
（
表
1
）
の
と
お
り
で
あ
る
。
八

1
九
年
の
聞
に
、
一

i
三
O
O石
層
を
中
心
に
一
六

O
人
ほ
ど
増
え
て
お
り
、
一

O
O
O石
以
上
の
大
身
層
が
減
少
し
て
い
る
。
大
身
家
臣
は
青
龍
寺
以
来
の
譜
代
家
臣
で
あ
る
の
に
対
し
、

一
1
三
O
O石
の
家
臣
は
旧
大
友
氏
家
臣
な
ど
か
ら
新
規
に
否
抱
え
ら
れ
た
者
も
多
く
、
藩
主
権
力
を
補
佐
す
る
奉
行
層
な
ど
を
形
成
し

た
。
慶
長
六
年
の
知
行
宛
行
を
、
国
東
郡
の
国
人
領
主
か
ら
召
出
さ
れ
た
高
田
九
郎
右
衛
門
尉
へ
の
知
行
方
目
録
に
み
よ
む

（
包
紙
折
封
ウ
ハ
書
）

高
田
九
郎
右
衛
門
尉
殿

豊
後
国
国
東
郡
内

-. 一
、
七
百
九
拾
四
石
四
升
弐
合
九
勺
九
才

一
、
千
拾
壱
石
田
斗
弐
升
弐
合
四
勺
五
才

一
、
四
百
八
拾
六
石
八
斗
七
升
弐
合

て
六
百
弐
拾
九
石
八
斗
弐
升
三
合
三
勺
一
一
一
才

一
、
千
八
拾
八
石
三
斗
三
升
四
勺
八
才

て
弐
千
弐
百
四
拾
石
壱
斗
六
合
八
勺

己
上
六
千
弐
百
五
拾
石
五
斗
九
升
八
合
五
才

右
之
内

L一周

富 田中見 横 成
来 深 田地手仏
村村村村村村

内

細川氏の家臣団〔表l〕

知行高 元和 寛永7年
7～8年

10,000石以上 3人 4人

5,000 II 4 4 

4,000 II 

3,000 II 3 5 

2,000 II 14 6 

1,000 II 27 19 

900 II 1 

800 II 3 5 

700 II 7 6 

600 II 6 7 

500 II 38 34 

400 II 17 13 

300 II 66 93 

200 II 129 191 

100 II 134 244 

100石以下 39 18 

計 490 650 

〔誌］元和7～8年『豊前御侍帳』，克永7年『於
小倉御侍綴』（「永育文庫」）により作成。細川氏
家臣団の扶持・切米取は3,600人ほど存在した。



一
、
千
弐
百
石

て
千
石

一
、
千
石

一
、
千
石

一
、
千
石

て
弐
百
石

一
、
八
百
石

一
、
五
拾
石
五
斗
九
升
八
合
五
才

己
上

高
田
九
郎
右
衛
門
尉

神
西
与
三
右
衛
門
尉

伊
藤
金
左
衛
門
尉

岡
次
郎
兵
衛

岡
田
源
兵
衛

同
源
太
郎

衣
笠
源
右
衛
門
尉

代
官
高
田
九
郎
右
衛
門
尉
成
仏
村
内
倉
入

O
（
忠
興
ロ
ー
マ
字
朱
印
）

高
田
九
郎
右
衛
門
尉
組
中

こ
れ
は
、
高
田
を
含
め
た
七
人
の
知
行
高
と
村
高
を
記
し
、
「
高
田
九
郎
右
衛
門
尉
組
中
」
を
宛
所
と
す
る
。
七
人
の
知
行
高
合
計
は
六

二
O
O石
、
村
高
の
合
計
は
六
二
五

O
石
五
九
八
O
五
才
だ
か
ら
、
五

O
石
余
が
余
る
。
そ
の
分
は
蔵
入
地
に
編
入
さ
れ
、
高
田
の
代
官

支
配
と
な
っ
て
い
る
。
高
田
組
中
の
構
成
者
は
、
戦
国
期
の
在
地
性
で
結
ぼ
れ
た
一
所
衆
的
関
係
と
異
な
り
、
軍
役
を
実
現
す
る
た
め
に

編
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

知
行
地
が
組
中
へ
の
一
括
宛
行
だ
っ
た
か
ら
、
そ
の
分
割
は
組
中
の
相
談
に
委
ね
ら
れ
た
。
高
田
組
中
の
七
人
は
、
各
人
の
知
行
地
を

取
り
決
め
た
「
在
々
知
行
割
定
之
事
」
を
、
同
年
十
月
二
十
六
日
付
で
提
出
し
、
「
右
、
知
此
各
々
相
談
割
申
上
、
以
来
少
も
出
入
有
間
敷

候
、
為
後
日
知
件
」
と
連
署
し
て
い
る
。
そ
の
状
況
を
示
す
の
が
（
表
2
）
で
あ
る
。
高
田
の
知
行
高
は
一
二

O
O石
で
あ
る
の
に
、
実

際
に
は
富
来
村
で
一
三
八
O
石
と
な
っ
て
お
り
、
一

O
O
O石
の
神
西
も
中
田
村
・
田
深
村
で
九
七
八
石
余
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の

慶
長
六
年
十
月
日

一
七
世
紀
前
半
期
に
お
け
る
地
方
知
行
の
存
在
と
「
走
り
者
」
頻
出
の
社
会
状
況

五



ズ
レ
は
組
中
の
相
談
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
な

一
七
世
紀
前
半
期
に
お
け
る
地
方
知
行
の
存
在
と
「
走
り
者
」
頻
出
の
社
会
状
況

ムノ、

か
に
は
一
五

O
石
ほ
ど
差
の
あ
る
者
も
い
る
。

高
田
組
中
の
う
ち
、
元
和
七

1
八
年
の
史
料
で

も
そ
の
存
在
が
確
認
で
き
る
の
は
高
田
・
神

西
・
伊
藤
の
三
人
で
あ
り
、
ほ
ぽ
同
じ
村
落
を

知
行
し
て
い
る
。
高
田
は
知
行
高
が
大
き
く
減

少
す
る
が
、
神
西
・
伊
藤
は
変
わ
ら
ず
、
そ
れ

ぞ
れ
「
弓
頭
」
「
鉄
砲
頭
」
を
務
め
て
い
る
。

知
行
地
の
散
在
状
況
を
み
る
と
、
『
綿
考
輯

録
』
は
、
「
知
行
も
一
丸
／
＼
に
被
下
、
散
り
ノ
＼

ニ
ハ
不
被
成
候
」
と
記
す
。
確
か
に
、
高
田
組

中
に
宛
行
わ
れ
た
村
々
は
、
国
東
半
島
の
東
部

に
集
中
し
て
い
る
（
図
1
）
。
こ
の
よ
う
な
配
分

形
態
も
時
代
の
下
降
と
と
も
に
、
知
行
替
な
ど

を
通
じ
て
散
在
・
相
給
化
す
る
よ
う
に
な
り
、

と
く
に
寛
永
九
年
の
熊
本
転
封
を
契
機
に
そ
の

傾
向
が
強
ま
勺
高
田
組
中
へ
与
え
ら
れ
た
六

カ
村
に
つ
い
て
、
慶
長
六
年
と
元
和
八
年
の
給

人
を
比
較
し
た
（
表
3
）
を
み
る
と
、
伊
藤
・

高田組中の知行配分

人 名 意号：： 慶に長よる6知年組行地中相談 元和r豊7～前御8年侍帳』 元和改犠8年』の『人知畜行地

高田九郎右衛門尉 1200石 富来村ノ内， 1380石 〔留守井伽之者〕石 富来村 300石300 

神西与三右衛門尉 1000 中田村， 629.82333 ［弓頭〕 1000 中田村 651.661 

回深村ノ内， 348.339 回深村 〈不明〉

（計） 978.16233 

伊藤金左衛門尉 1000 見地村， 486.872 ［鉄砲頭〕 1000 見地村 440. 753 

富来村ノ内， 643.128 富来村 502. 717 

（計） 1130 田深村 〈不明〉

衣笠源右衛門尉 800 横手村ノ内， 500

千灯村ノ内， 47. 81888 く記載なし〉 〈記載なし〉

回深村ノ内， 392.18112

（計） 940 

阿 次郎兵衛 1000 成仏村， 788.30639 

富来村ノ内， 60.2418 〈記載なし〉 〈記載なし〉

（計） 848.54819 

岡田源兵 衛 1000 横手村ノ内， 525.47984

国深村ノ内， 347.81888 〈記載なし〉 く記載なし〉

富来村ノ内， 50 

（計） 923.29872 

岡田源太 郎 200 買高源兵衛知行地に含まれる く記載なし〉 〈記載なし〉

（表2〕

〔註〕 元和7～ 8年 r豊前御侍帳』（「永育文庫」），元和8年 r人畜改綴』（大日本近世史料），慶

長 6年10月26日「在々知行審j定之事」（「高田文書」 2号， r熊本県史料』中世編2）によ

り作成する。



神
西
が
知
行
す
る
見
地
村
・
中
田
村
を
除
き
、
他
の
村
々
で
は

給
人
数
が
大
幅
に
増
え
て
い
る
。
元
和
八
年
ま
で
の
聞
に
、
衣

笠
・
岡
・
岡
田
ら
は
扶
持
を
放
た
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
背
景

に
相
給
化
が
進
ん
だ
。
こ
の
変
化
の
な
か
で
、
蔵
入
地
の
設
置

が
特
徴
的
で
あ
る
。
慶
長
六
年
、
右
六
ヵ
村
が
高
田
組
へ
配
分

さ
れ
た
際
、
余
分
と
し
て
の
蔵
入
高
五

O
石
余
は
山
間
部
の
成

仏
村
に
設
置
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
元
和
八
年
で
は
、
浦
方

の
田
深
・
富
来
村
を
は
じ
め
横
手
村
の
三
ヵ
所
、
八
五
五
石
余

に
増
え
て
お
り
、
半
島
の
沿
岸
部
を
中
心
に
設
同
り
ら
れ
て
い
る
。

つ
ぎ
に
、
組
に
編
成
さ
れ
な
い
重
臣
層
へ
の
宛
行
形
態
を
み

よ
う
。
細
川
氏
家
臣
団
の
な
か
で
、
最
大
の
知
行
高
を
も
っ
松

井
康
之
の
場
合
、
慶
長
六
年
十
月
付
の
宛
行
状
眠
、
忠
興
の
花

押
を
据
え
て
松
井
佐
渡
守
（
康
之
）
・
長
岡
式
部
少
輔
（
興
長
、
同

年
七
月
に
長
岡
姓
を
賜
る
）
父
子
宛
て
で
発
給
さ
れ
、
速
見
郡
六

三
七
九
石
・
国
東
郡
一
万
四
九
八
八
石
余
・
宇
佐
郡
六
二
六
石

余
の
計
二
万
五
九
九
四
石
余
と
な
っ
て
い
る
。
「
知
行
方
目
録
」

に
は
、
速
見
郡
の
知
行
地
に
「
木
付
城
付
」
と
あ
り
、
松
井
が

預
か
る
木
付
城
の
域
領
と
し
て
宛
行
わ
れ
た
こ
と
を
示
す
（
表

国東郡六ヵ村の給人変化

村名 村 高 慶長 6年の給人 知行高 元村和8年高の 元和 8年の給人

石 石 石
細助山左川三衛郎忠隆門・伊・・乃藤小篠義美太新角夫太四郎夫・・伊荒木藤成仏村 794.04299 岡 次郎兵衛 788.30639 939. 755 

横手村 1011.42245 衣笠源右衛門尉 500 1053 .479 250石・・・蔵入地譲

岡田 源 兵 衛 525.47984 80郎4美．新4右79衛四石郎門…・薮伊小藤吉義太・夫山田・乃九

見地村 486.872 伊藤金左衛門尉 486.872 440. 753 伊藤金左衛門

中田村 629.82333 神西与三右衛門尉 629.82333 651.661 神西与（三脱力）左（右ヵ）衛門

回深村 1088.33048 神西与三右衛門尉 348.329 1095.488 145.684石・・・蔵入地※

岡田源兵衛 347.81888 例議選i舗
宮来村 2240 .1068 伊藤金左衛門尉 643.128 2004.4747 460.12石内…蔵入地※

( 107. 264石は浦手分）

高田九郎左衛門尉 1380 502. 717石・・・伊藤金左衛門

1041.63谷善7助太7石太夫…伊高・熊藤回谷九山孫郎三右兵郎衛衛岡田 源 兵 衛 50 門・ 夫
一宮 ・

同 次郎兵衛 60.2418 

〔註〕 慶長6年10月26日「在々知行容j定之事」，元和8年 r人畜改帳』により作成する。

〔表3〕

一
七
世
紀
前
半
期
に
お
け
る
地
方
知
行
の
存
在
と
「
走
り
者
」
頻
出
の
社
会
状
況

七



一
七
世
紀
前
半
期
に
お
け
る
地
方
知
行
の
存
在
と
「
走
り
者
」
頻
出
の
社
会
状
況

八

慶長6年の松井康之知行地

郡 名 村 名 村 高 郡日 名 村 名 村 高

速見 郡 守 末 村 96石.99037 国束郡 石 丸 村 487石.5445 
II 菊 本 村 90.9459 II 山 鴻 村 507 .8851 
II 安住寺村 70.1576 II 瀬戸田村 397 .872 
II 下 司 村 133.3673 II 馬 場 村 743.3853 
II 二 郎 丸村 201.51419 JI 績 城 村 339.828 
II 中 村 193.5568 II 狩 宿 村 319.0449 
II 来 守 村 131.5168 II 中尾・藤川村 250.146 
II 乙 丸 村 199.2435 II 大内山村 264.4849 
II 器等 井 村 208.60625 自 草 場 村 125.962 
II 馬 上 村 83.02649 II 下 原 村 445.4081 
II 三 尾 平村 61.00397 II 大 木 村 166.3727 
｝｝ 広 瀬 村 lll.1885 II 山 口 村 1113.1267 
II 山 中 村 65.06679 II 大 添 村 540.5543 
II 野 国 村 188.78827 II 野 部 村 138.2253 
II 原 村 327. 3247 II 守 江 村 201.01333 
II 下 原 村 76.39926 II 灘 手 村 296.1555 
II 宮 司 村 153.04286 II 県高 樋 村 330.4896 
II 生 地 村 75. 75026 ｝｝ 由留木村 260.6973 
II 五 回 村 128.6419 II 吉 松 村 760.0394 
II 山 迫 村 123.04512 II 西 本 村 719.3063 
II 鴨 JI I 村 136.9575 II 奈 多 村 948.227 
II 中 津屋村 45.43245 JI 岩屋・河内村 160.6249 
II 筒 木 村 59. 72276 II 鳴 河 村 72.826 
II 河 平 村 24.5302 II 菅 尾 村 79.5685 
II 昆 迫 村 39. 7976 II 篠 原 村 150.0075 
II 中 野 村 164.00786 " 俣 見 村 1496.411 
11 宮 原 村 184.4218 11 波 多 方 村 940.05092 
II 新 庄 村 298. 7944 II 氷 松 村 679.8558 
II 片 野 村 226.0542 II 野 河 村 140.5778 

" カ日 貫 村 214.9539 II 久 末 村 376.1489 
II 木 国 村 96.1566 II 俣 村 381.945 
｝｝ 宗 近 村 288.8379 II 野 村 527 .685 
｝｝ 馬 場 村 63.08632 II 中 野 村 237. 7368 
II 迫 村 109.68576 II 諸 国 村 175. 7727 
II 荒 平 村 106.30031 II 茎 口 村 313.3063 
II 舟 辺 村 132.9236 " 弁 分 村 868.0616 
II ニノ坂村 101.4128 II 富 君く 村 257.9282 
II 本 城 村 158.01897 II 恒 清 村 243.9181 
II 木原ノ内野井幸村 153.6386 II 両 子 村 347 .279 
II 下八坂ノ内日明村 147 .156 II 杉 山 村 41.0452 
II 同 中 村 134.19097 II 糸 永 村 335.0359 

II 同 烏次村 144.3969 II 成 久 村 300 
｛他300石蔵入）

II 聾主 回 村 230.80729 
II 真那井村 360.5086 ［計） 14988.178 

〔計〕 6379.476 宇佐郡 橋 津 村 626.434 

国束郡 沓 懸 村 948.1576 〔総計〕 2万5994.008
II 中 之河村 159.3646 
II 白木原村 199.09657 （註〕

浜軒所蔵）により作成する。

〔表4〕



国東郡の知行地

一
、
圃

〔図 1〕

一
七
世
紀
前
半
期
に
お
砂
る
地
方
知
行
の
存
在
と
「
走
り
者
」
頻
出
の
社
会
状
況

松井康之・長岡式部少輔の知行地変化

村 名 慶長6年村高 元和8年村高 支 配 石 高

下原村 445.4081石 461.6991右 長歳岡式入部少輔地 278. 7271石
182.972 

祭多村 948.227 948.2275 長蔵 岡式部少輔 896.0148石
入地 52.2127 

灘手村 296.1555 293.4792 長蔵岡式入部少輔地 204.0987 
89.3805 

片野村 226.0542 251.2331 長蔵 岡式部少輔 169.8551 
入地 81.378 

加賀村 214.9539 280.0332 長蔵 岡式部少輔 98.52 
入地 129.5132 

真那 井村 360.5086 362.2476 長蔵 岡式部少輔 236.2839 
入地 125.9637 

〔表5〕

九

〔註〕慶長6年の村荷は、同6年10月「知行方自録」（「松井文書Jlにより、元和8年の村高・支
配は、同8年 r人畜改I波』により作成した。



一
七
世
紀
前
半
期
に
お
け
る
地
方
知
行
の
存
在
と
「
走
り
者
」
頻
出
の
社
会
状
況

。

慶
長
七
年
当
時
の
細
川
領
に
は
、
新
た
に
居
城
と
定
め
た
忠
興
の
小
倉
城
、
嫡
子
忠
利
の
中
津
城
の
ほ
か
、
竜
王
・
岩
戸
・
二
戸
・
香

春
・
門
司
・
高
田
・
木
付
の
支
域
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
支
城
に
譜
代
重
臣
を
配
置
し
て
支
域
在
番
体
制
を
と
っ
て
い
た
。
松
井
の
知
行
地

と
木
付
域
と
の
地
理
的
関
係
を
、
速
見
・
国
東
郡
に
つ
い
て
と
ら
え
る
（
宇
佐
郡
橋
津
村
は
除
外
）
、
（
図
1
）
の
と
お
り
で
あ
る
。
知
行
地

は
両
郡
に
ま
た
が
っ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
速
見
郡
木
付
域
に
近
接
す
る
村
々
で
あ
り
、
支
域
を
中
心
に
一
円
的
に
宛
行
わ
れ
て
い
る
。

同
様
に
、
門
司
域
の
長
岡
勘
解
由
も
支
域
周
辺
で
五

0
0
0石
が
宛
行
わ
れ
て
お
り
、
細
川
氏
は
大
身
家
臣
を
支
城
に
配
置
し
、
そ
こ
を

中
心
に
知
行
地
を
与
え
、
さ
ら
に
彼
ら
の
う
ち
か
ら
郡
奉
行
を
任
命
し
、
領
国
支
配
を
担
当
さ
せ
た
。

松
井
康
之
は
慶
長
一
七
年
に
死
去
し
、
遺
領
は
子
長
岡
式
部
少
輔
が
相
続
す
る
。
慶
長
期
の
知
行
地
が
い
か
に
変
化
し
た
か
、
元
和
八

年
『
人
畜
改
帳
』
と
比
較
す
る
と
、
大
部
分
の
村
々
は
支
配
の
継
続
が
認
め
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
（
表
5
）
の
六
ヵ
村
は
大
き
く
変
わ
る
。

木
付
城
の
周
辺
地
域
に
他
の
給
人
知
行
地
は
設
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
長
岡
の
一
円
支
配
で
あ
る
も
の
の
、
そ
の
な
か
に
蔵
入
地
が
入
り
こ

ん
で
き
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
の
蔵
入
地
は
高
田
組
中
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
、
沿
岸
部
に
設
け
ら
れ
て
い
る
。
元
和
八
年
『
人
畜
改
帳
』

に
よ
っ
て
、
国
東
郡
全
体
で
の
蔵
入
地
設
置
状
況
を
み
る
と
、
富
来
・
浦
手
富
来
・
浦
手
来
浦
・
横
手
・
田
深
（
滞
陸
共
）
な
ど
交
通
の
要

地
（
浦
）
や
、
銀
山
の
あ
っ
た
赤
根
村
な
ど
に
設
い
り
ら
れ
て
い
る
d）

以
上
、
国
東
郡
を
中
心
に
述
べ
て
き
た
。
こ
こ
は
小
倉
城
の
あ
る
規
矩
郡
か
ら
も
離
れ
、
知
行
地
が
九
割
を
占
め
る
地
域
で
あ
る
。
こ

こ
で
の
知
行
宛
行
は
、
当
初
一
括
的
な
宛
行
形
態
か
ら
し
だ
い
に
蔵
入
地
の
設
置
や
知
行
替
等
に
よ
る
分
散
・
相
給
化
が
進
ん
で
く
る
も

の
の
、
重
臣
層
は
一
円
的
な
知
行
地
支
配
を
行
っ
て
い
る
。
同
様
の
傾
向
は
、
蔵
入
地
が
六
割
を
占
め
る
規
矩
郡
に
お
い
て
も
み
ら
れ
る
込

（

l
）
 

〔註〕
「
永
青
文
庫
」
（
熊
本
大
学
附
属
図
書
館
寄
託
）
。
『
綿
考
輯
録
』
は
最
近
刊
行
さ
れ
て
き
て
い
る

く
に
註
記
し
な
い
か
ぎ
り
、
史
料
引
用
は
「
永
青
文
庫
」
に
よ
る
。

（
汲
古
書
院
、

一
九
八
八
年
）
。
以
下
と



（
中
津
市
立
小
幡
記
念
図
書
館
発
行
、

一
九
八
二
年
）
に
は
、

（2
）（
6
）
半
田
隆
夫
解
説
・
校
訂
『
中
津
藩
歴
史
と
風
土
」
三
輯
、
二
八
頁

現
存
す
る
慶
長
検
地
核
の
一
覧
表
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（3
）
「
広
崎
文
書
」
一
二
号
（
『
大
分
県
史
料
』
八
巻
）
。
な
お
、
「
広
幡
町
文
書
補
遺
」

地
条
目
も
残
っ
て
い
る
。

〈

4
）（
7
）
「
松
井
家
先
祖
由
来
付
』
。

（5
）
長
岡
監
物
（
本
姓
米
国
）
の
慶
長
六
年
時
点
で
の
知
行
高
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
は
同
十
二
年
に
忠
興
の
意
に
合
わ
ず
牢
入
し
、

豊
臣
秀
頼
に
召
し
寄
せ
ら
れ
て
大
坂
の
陣
に
参
加
し
、
元
和
九
年
に
忠
利
か
ら
再
度
召
し
抱
え
ら
れ
た
。
そ
の
時
、
以
前
の
知
行
高
二

O

O
O石
が
宛
行
わ
れ
た
と
い
う
（
「
綿
考
輯
録
』
、
『
先
祖
付
』
）
。

元
和
七

i
九
年
『
立
御
耳
工
事
目
安
之
写
帳
・
相
済
申
工
事
目
安
之
写
帳
」
。

慶
長
一
二
年
「
大
名
石
高
鐙
」
（
『
熊
本
県
史
料
』
中
世
編
四
、
三
二
二
頁
）
。

米
津
三
郎
「
初
期
小
倉
藩
の
石
高
に
関
す
る
若
干
の
考
察
」
（
西
南
地
減
史
研
究
会
編
『
西
南
地
域
の
史
的
展
開
』
近
世
編
、
思
文
問
、
一

九
八
八
年
）
。

『
締
考
輯
録
』
。

元
和
七

1
八
年
『
豊
前
御
侍
帳
』
に
よ
る
と
、
「
小
倉
衆
」
の
知
行
高
一
二
万
四

O
三
三
石
余
、
「
中
津
衆
」
の
知
行
高
四
万
二
八
七
七
石

余
と
あ
り
、
こ
れ
に
隠
居
し
た
忠
興
の
三
万
七

0
0
0石
を
加
え
る
と
二
九
万
三
九
一

O
石
余
と
な
る
。
同
様
に
、
寛
永
七
年
『
於
小
倉

御
侍
帳
』
で
も
コ
二
万
八
一
二
回
石
余
と
な
っ
て
お
り
、
小
倉
時
代
を
通
し
て
一
ニ

O
万
石
前
後
が
家
臣
ら
の
知
行
高
で
あ
っ
た
。

西
山
積
一
「
肥
後
細
川
藩
初
期
の
給
地
の
分
布
に
つ
い
て
」
（
森
田
誠
一
編
『
肥
後
細
川
藩
の
研
究
』
）
、
森
山
氏
前
掲
論
文
。

コ
前
回
文
書
」
四
号
（
『
熊
本
県
史
料
』
中
世
編
ニ
）
。

一
所
衆
の
場
合
、
寄
親
に
対
し
一
括
し
て
給
恩
地
が
与
え
ら
れ
る
が
、
高
田
組
に
寄
親
・
寄
子
的
関
係
は
認
め
ら
れ
な
い
。
『
先
祖
付
』
に

よ
り
系
譜
の
削
判
明
す
る
高
田
・
伊
藤
に
つ
い
て
、
高
田
が
在
地
の
国
人
層
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
伊
藤
は
細
川
氏
が
豊
前
・
豊
後
へ
入
国

す
る
以
前
に
丹
後
で
召
し
抱
え
た
も
の
で
あ
っ
た
。

「
高
田
文
書
」
二
号

森
山
氏
前
掲
論
文
、
お
よ
び
同
氏
「
藩
体
制
の
確
立
過
程
｜
肥
後
藩
に
於
け
る
知
行
政
策
l
」
（
『
九
州
史
学
』
三
号
、

「
松
井
文
書
」
（
松
浜
軒
所
蔵
）
。

『
綿
考
輯
録
』
。

一
六
号
（
『
大
分
県
史
料
』
二
八
巻
）

に
は
二
三
ヵ
条
の
検

（

8
）
 

（

9
）
 

（叩）12 11 （日）

（

M
）
 

（日）19 18 17 16 

一
九
五
七
年
）
。

一
七
世
紀
前
半
期
に
お
り
る
地
方
知
行
の
存
在
と
「
走
り
者
」
頻
出
の
社
会
状
況



一
七
世
紀
前
半
期
に
お
り
る
地
方
知
行
の
存
在
と
「
走
り
者
」
頻
出
の
社
会
状
況

（却）
（幻）

「
沼
田
文
書
」
一

O
号
（
『
熊
本
県
史
料
』
中
世
編
四
〉
。

郡
奉
行
の
う
ち
、
京
都
・
上
毛
郡
を
管
轄
す
る
長
岡
肥
後
守
は
田
川
郡
岩
石
城
に
あ
り
、
宇
佐
郡
奉
行
の
長
阿
武
蔵
守
は
国
東
郡
の
高
田

城
に
あ
り
、
中
津
・
築
城
郡
奉
行
の
松
井
佐
渡
守
は
速
見
郡
木
付
城
に
あ
っ
た
（
『
綿
考
輯
録
』
）
。

『
松
井
家
先
祖
由
来
付
』
。

『
大
分
県
史
』
近
世
編
ニ

l
杵
築
藩
、
ニ
六
回
頁
。

元
和
八
年
「
人
畜
改
帳
』
（
大
日
本
近
世
史
料
）
は
、
郡
ご
と
に
記
載
形
式
が
若
干
異
な
る
。
規
矩
・
仲
津
・
下
毛
・
国
東
郡
で
は
知
行
地
・

蔵
入
地
の
別
、
給
人
名
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
他
の
郡
で
は
そ
れ
が
な
い
た
め
、
全
領
域
的
な
知
行
配
分
状
況
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き

な
い
。
知
行
地
の
割
合
は
、
仲
津
郡
で
七
割
を
占
め
る
よ
う
に
な
り
、
小
倉
城
の
規
矩
郡
か
ら
遠
ざ
か
る
に
し
た
が
い
、
知
行
地
の
割
合

は
高
く
な
っ
て
い
る
。

（担）
（幻）

（剖）

ニ
、
大
名
権
力
と
給
人
の
知
行
地
支
配

①
年
貢
の
徴
収
と
販
売

蔵
入
地
の
免
決
定
権
は
郡
奉
行
に
あ
る
が
、
知
行
地
は
給
人
に
あ
る
。
寛
永
三
年
、
細
川
領
で
皐
魁
が
発
生
し
、
八
万
石
の
被
害
が
で

た
。
そ
の
時
、
惣
奉
行
か
ら
藩
主
忠
利
へ
の
状
況
報
告
に
、
「
御
蔵
納
中
へ
御
検
見
御
奉
行
を
出
申
候
、
御
給
人
知
ハ
最
前
知
申
面
々
検
見

仕
候
」
と
あ
る
。
被
害
状
況
の
検
見
を
、
蔵
入
地
は
検
見
奉
行
、
知
行
地
は
給
人
が
行
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
ま
た
、
同
五
年
九
月
、

永
良
長
兵
衛
こ
五
O
石
）
ら
は
知
行
地
へ
行
く
暇
を
願
い
で
て
お
り
、
そ
れ
は
自
ら
「
免
定
」
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
但
し
、
知
行
地
の

小
物
成
は
細
川
氏
へ
収
納
さ
れ
て
い
る
。

年
貢
の
賦
課
を
給
人
が
行
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
に
は
一
定
の
制
限
が
あ
る
。
元
和
九
年
に
京
都
郡
菩
提
村
が
提
出
し
た
「
謹
而

致
言
上
候
事
」
に
よ
る
と
、
同
村
は
慶
長
六
年
に
益
田
蔵
人
へ
宛
行
わ
れ
、
そ
の
家
臣
富
永
・
島
田
・
伊
藤
の
三
人
が
分
有
し
た
。
伊
藤



方
の
「
百
姓
」
弥
二
郎
は
年
貢
未
進
の
か
た
と
し
て
、
女
房
を
質
に
取
ら
れ
た
こ
と
を
悔
や
み
、
子
を
殺
し
、
家
に
火
を
放
っ
て
自
殺
し

た
。
こ
の
事
件
を
契
機
に
、
菩
提
村
は
「
要
所
」
と
し
て
上
知
さ
れ
、
蔵
入
地
と
な
っ
た
。
こ
の
場
合
、
給
人
が
不
当
に
高
免
を
課
し
た
わ

け
で
な
く
、
ま
た
人
質
も
違
法
で
な
か
っ
た
が
、
苛
酷
な
年
貢
徴
収
に
よ
る
農
民
の
疲
弊
を
も
っ
て
、
細
川
氏
は
知
行
地
を
取
り
上
げ
た
。

大
名
に
よ
る
給
人
の
恋
意
的
支
配
を
制
限
す
る
も
の
と
し
て
、
覧
永
元
年
、
忠
利
か
ら
郡
奉
行
へ
宛
て
た
「
国
中
江
可
申
触
事
」
の
第

一
項
は
、
知
行
地
の
年
貢
代
物
に
つ
い
て
、
そ
の
換
算
を
知
行
方
奉
行
が
行
う
と
定
め
る
。
第
二
・
一
ニ
項
は
知
行
地
の
「
百
姓
」
使
役
に

つ
い
て
、
井
手
・
堤
・
川
除
の
他
は
、
惣
奉
行
や
郡
奉
行
の
折
紙
が
な
凶
り
れ
ば
「
百
姓
」
を
使
つ
て
は
な
ら
な
い
、
但
し
、
日
雇
い
の
う

え
使
う
の
は
相
対
次
第
と
規
定
す
る
。
ま
た
寛
永
三
年
に
は
、
給
人
が
過
重
な
夫
役
を
課
し
た
時
、
農
民
が
蔵
入
地
へ
移
出
す
る
こ
と
を

認
め
て
い
る
。
そ
う
し
た
大
名
権
力
の
意
向
に
沿
い
、
知
行
地
支
配
を
監
視
す
る
の
が
郡
奉
行
で
あ
る
。
慶
長
七
年
「
覚
」
の
郡
奉
行
職

務
に
は
、
「
一
、
所
々
百
姓
迷
惑
仕
儀
有
之
ハ
、
代
官
・
給
人
令
談
合
可
然
様
可
被
申
付
候
」
「
一
、
代
官
・
給
人
善
悪
可
被
見
届
事
」
と

あ
り
、
以
来
、
彼
ら
は
蔵
入
地
と
知
行
地
を
統
括
し
た
。

つ
ぎ
に
、
年
貢
徴
収
の
機
構
を
検
討
し
よ
う
。
元
和
七
年
、
住
江
武
右
衛
門
知
行
地
の
中
津
郡
節
丸
村
へ
入
作
し
て
い
た
者
が
、
免
率

五
割
三
分
の
賦
課
に
対
し
二
割
以
上
は
出
さ
な
い
と
主
張
し
た
。
裁
決
は
本
藩
奉
行
に
よ
っ
て
な
さ
れ
、
入
作
者
は
年
貢
上
納
す
る
ま
で

龍
者
と
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
節
丸
村
は
沢
村
大
学
・
井
関
侍
蔵
の
知
行
地
も
あ
る
相
給
村
で
あ
り
、
入
作
者
に
は
沢
村
・
井
関
の
給
地

百
姓
も
い
た
の
で
、
二
人
は
龍
者
反
対
の
訴
え
を
行
っ
た
。
井
関
の
訴
え
の
一
部
に
は
、

て
私
知
行
者
、
庄
屋
・
頭
百
姓
ニ
下
代
を
申
付
取
立
仕
申
候
処
ニ
、
龍
者
被
何
付
ニ
付
而
取
立
も
不
罷
成
、
過
分
ニ
未
進
御
座
候
、

武
右
衛
門
儀
ハ
御
国
ニ
被
居
候
而
年
貢
取
立
不
成
候
ヘ
ハ
、
各
へ
御
理
り
を
被
申
、
百
姓
籍
者
被
仰
付
取
立
被
遣
候
、
私
儀
ハ
在

江
戸
仕
、
只
今
罷
下
候
、
其
上
右
之
仕
合
ニ
市
何
共
迷
惑
仕
候
（
後
略
）

と
あ
る
。
彼
は
知
行
地
の
庄
屋
・
頭
百
姓
を
「
下
代
」
に
任
命
し
て
、
年
貢
の
取
り
立
て
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
沢
村
の
訴
え
に
も
、
「
拙

者
庄
屋
百
姓
寵
者
」
に
な
り
、
年
貢
の
取
り
立
て
が
出
来
な
い
と
あ
る
。
知
行
地
ご
と
に
庄
屋
が
い
た
か
ど
う
か
、
一
見
和
八
年
『
人
畜
改

一
七
世
紀
前
半
期
に
お
げ
る
地
方
知
行
の
存
在
と
「
走
り
者
」
頻
出
の
社
会
状
況



一
七
世
紀
前
半
期
に
お
り
る
地
方
知
行
の
存
在
と
「
走
り
者
」
頻
出
の
社
会
状
況

四

帳
』
を
み
る
と
、
「
三
間

庄
屋
」
と
あ
っ
て
、
節
丸
村
に
は
三
人
の
庄
震
が
お
り
、

そ
れ
ぞ
れ
に
知
行
地
の
年
貢
徴
収
を
担
当
し
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

同
八
年
、
田
川
郡
蔵
入
地
の
村
々
が
高
免
に
反
対
し
て
、
稲
刈
り
を
拒
否
し
た
一
件
で
提
出
さ
れ
た
同
九
年
正
月
十
三
日
の
代
官
松
岡
・

上
野
「
申
覚
」
に
よ
る
と
、
知
行
地
で
は
給
人
の
任
命
し
た
「
代
官
」
が
年
貢
催
促
を
行
っ
て
お
り
、
「
其
上
御
給
人
衆
被
参
、
色
々
吟
味

之
由
承
候
」
と
あ
る
。
節
丸
村
の
よ
う
に
、
庄
屋
ら
を
「
代
官
」
と
し
た
の
か
明
ら
か
で
な
い
が
、
元
和
期
の
細
川
領
で
は
、
給
人
が
独

自
の
年
貢
徴
収
機
構
を
持
ち
、
自
ら
も
取
り
立
て
を
行
っ
て
い
た
。

徴
収
さ
れ
た
知
行
地
の
年
貢
米
は
、
地
払
い
さ
れ
た
り
、
上
方
な
ど
へ
廻
漕
さ
れ
て
い
く
。
細
川
氏
の
蔵
米
が
藩
の
手
船
を
主
体
に
廻

米
さ
れ
て
い
る
ご
と
く
、
大
身
の
家
臣
も
自
前
の
廻
船
を
も
ち
、
「
大
身
ハ
上
方
へ
上
せ
候
」
と
廻
米
し
て
お
り
、
な
か
に
は
蔵
米
の
販
売

ル
l
ト
に
乗
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
大
坂
で
の
米
価
が
安
か
っ
た
寛
永
六
年
四
月
、
在
府
中
の
忠
利
は
「
家
中
之
者
共
の
よ
り

も
や
す
き
由
承
候
」
と
、
蔵
米
よ
り
も
家
臣
米
が
高
い
理
由
を
問
い
た
だ
し
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
、
惣
奉
行
は
、
そ
の
理
由
を
廻
米
量

の
相
違
に
拠
ら
し
め
、
家
臣
米
は
少
量
で
あ
り
高
米
価
の
と
き
に
販
売
で
き
る
が
、
蔵
米
は
大
量
で
あ
る
た
め
に
売
残
り
が
生
じ
、
そ
の

う
ち
米
価
が
下
が
っ
て
し
ま
う
、
と
返
答
し
て
い
る
。
当
時
、
細
川
氏
は
各
地
の
米
価
に
敏
感
な
反
応
を
示
し
、
で
き
る
だ
げ
高
く
売
り

払
お
う
と
し
て
お
り
、
家
臣
の
米
と
競
合
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
な
お
、
寛
永
元
年
の
惣
奉
行
記
録
に
、
「
他
国
へ
出
ル
米
」
は
切
手
な
し

で
廻
漕
し
て
よ
い
と
あ
り
、
商
人
米
や
家
臣
米
は
・
自
由
に
他
出
で
き
た
。

一
方
、
地
払
い
に
つ
い
て
は
、
城
下
町
の
小
倉
を
は
じ
め
、
忠
興
の
隠
居
地
中
津
・
在
町
・
鉱
山
町
な
ど
が
米
市
場
と
し
て
存
在
し
た
。

忠
利
は
、
元
和
七
年
九
月
、
在
町
内
裏
・
猪
膝
で
の
米
大
豆
払
い
値
段
を
小
倉
相
場
に
あ
わ
せ
て
売
買
す
る
よ
う
に
指
示
し
、
そ
れ
以
前

の
七
月
に
も
、

一
、
い
の
ひ
さ
・
た
い
り
両
所
へ
当
年
之
以
米
を
弐
拾
石
三
拾
石
井
大
豆
相
応
ニ
遺
置
、
往
還
之
者
二
時
之
相
場
ニ
所
之
庄
屋
・
年
寄
・

百
姓
ニ
宛
置
う
ら
せ
、
銀
子
と
き
／
＼
ニ
上
ケ
可
申
事
（
印
）



と
沙
汰
し
て
い
る
。
五
O
軒
ほ
ど
の
町
家
が
あ
る
両
所
の
庄
屋
・
年
寄
ら
を
使
い
、
旅
人
ら
を
対
象
に
蔵
米
を
売
ら
せ
て
い
る
。
忠
利
は

寛
永
初
年
、
領
内
市
場
の
保
護
を
打
ち
出
し
、
八
月

1
正
月
の
他
国
米
移
入
を
禁
止
し
た
。
こ
の
件
に
関
す
る
家
老
と
惣
奉
行
の
相
談
に

＋
品
、

他
国
占
入
米
留
可
申
候
、
左
候
而
江
戸
へ
可
得
御
錠
ニ
相
談
究
候
事

一
、
御
国
中
へ
他
国
米
入
申
ニ
付
、
事
之
外
米
之
双
場
下
直
ニ
御
座
候
、
就
其
御
金
山
之
た
め
に
も
御
勝
手
悪
敷
候
、
其
上
諸
給
人
下
々

ま
て
奉
公
人
た
る
者
之
分
ハ
、
勝
手
悪
御
座
候
、
如
何
可
有
御
座
哉
之
事

と
あ
る
。
家
老
ら
は
、
他
国
米
が
領
内
の
米
価
下
落
を
も
た
ら
し
、
「
金
山
」
や
「
諸
給
人
下
々
」
ま
で
悪
影
響
が
あ
る
と
い
う
。
「
金
山
」

（お｝

と
は
、
規
矩
郡
呼
野
や
田
川
郡
採
銅
所
な
ど
の
鉱
山
を
指
す
。
寛
永
四
年
当
時
、
呼
野
に
は
五

1
六
0
0
0人
の
掘
子
が
い
た
と
い
わ
れ
、

格
好
の
市
場
で
あ
っ
た
。
鉱
山
町
で
の
米
穀
供
給
は
、
惣
奉
行
の
管
轄
下
に
あ
り
、
高
米
価
で
売
却
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
領
内
市
場
へ

は
、
中
小
家
臣
の
米
も
払
い
出
さ
れ
て
お
り
、
彼
ら
の
経
済
的
安
定
を
は
か
る
た
め
に
も
、
他
国
米
の
移
入
は
制
限
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ

（
印
）
（
相
談
者
七
人
の
印
）

た。
以
上
、
細
川
氏
の
小
倉
時
代
に
お
り
る
知
行
地
年
貢
は
一
定
の
制
限
を
受
げ
な
が
ら
、
給
人
と
農
民
の
相
対
で
決
定
さ
れ
、
収
納
し
た

米
は
給
人
が
独
自
に
上
方
へ
廻
漕
し
た
り
、
地
払
い
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
年
貢
率
は
知
行
地
ご
と
、
あ
る
い
は
知
行
地
と
蔵
入
地

で
異
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
具
体
的
に
明
ら
か
で
な
い
。
た
だ
し
、
慶
長
十
七
年
、
隣
藩
の
毛
利
氏
が
細
川
領
の
内
情
調
査
を
行

っ
た
も
の
に
よ
る
と
、
知
行
地
に
は
三
段
階
あ
り
、
免
率
五
O
%
の
上
知
行
地
は
「
不
断
被
召
使
候
衆
」
に
与
え
ら
れ
、
四
五
%
の
中
知

行
地
が
「
外
様
」
の
家
臣
、
二
一
五
%
の
下
知
行
地
が
寺
社
や
「
無
役
衆
」
に
与
え
ら
れ
る
、
と
あ
る
。

知
行
地
の
検
見
・
免
定
は
、
細
川
氏
の
熊
本
移
封
後
も
給
人
が
行
っ
て
お
り
、
寛
永
十

1
十
四
年
の
免
を
平
均
す
る
と
、
蔵
入
地
四
ツ

六
分
五
朱
七
厘
に
対
し
、
知
行
地
は
四
ツ
二
分
と
な
っ
て
お
り
、
蔵
入
地
の
方
が
四
分
五
朱
ほ
ど
高
く
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
し
だ
い

に
そ
の
差
は
縮
ま
っ
て
い
き
、
正
保
三
年
の
「
撫
高
」
制
実
施
等
に
よ
っ
て
、
蔵
入
地
と
知
行
地
は
殆
ど
変
わ
ら
な
い
状
態
と
な
っ
て
い

一
七
世
紀
前
半
期
に
お
げ
る
地
方
知
行
の
存
在
と
「
走
り
者
」
頻
出
の
社
会
状
、
況

五
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る
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行
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在
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「
走
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者
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頻
出
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六

くof

②
郡
奉
行
と
公
事
裁
判

（鵠｝

慶
長
七
年
「
覚
」
で
規
定
さ
れ
た
郡
奉
行
の
職
務
に
、
「
一
、
札
明
之
者
揚
捕
事
、
旨
儀
ニ
よ
り
不
成
事
有
之
者
、
於
其
場
可
被
成
欺
事
」

と
あ
り
、
彼
ら
は
蔵
入
地
・
知
行
地
を
問
わ
ず
、
「
其
場
」
で
罪
人
を
成
敗
で
き
る
権
限
を
持
っ
て
い
た
。
慶
長
期
か
ら
元
和
初
年
の
郡
奉

行
は
、
支
城
を
預
か
る
一

O
O
O石
以
上
の
重
臣
層
が
任
命
さ
れ
て
お
り
、
郡
方
支
配
を
委
任
し
た
体
制
だ
っ
た
が
、
元
和
七

i
八
年
『
豊

前
御
侍
帳
『
｝
で
は
、
二

1
三
O
O石
ほ
ど
の
馬
廻
組
に
属
す
る
吏
僚
派
の
郡
奉
行
へ
代
わ
り
、
細
川
氏
に
よ
る
領
国
支
配
体
制
の
整
備
を

示
す
。
新
た
な
郡
奉
行
の
職
務
に
は
、
「
百
姓
」
の
訴
訟
に
つ
い
て
、
惣
庄
屋
↓
郡
奉
行
↓
惣
奉
行
↓
年
寄
↓
藩
主
と
い
う
訴
の
順
序
が
規

定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
同
七
年
に
は
家
中
訴
状
に
対
す
る
惣
奉
行
↓
年
寄
↓
藩
主
の
順
序
も
定
め
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
訴
訟
体
系
を
再
確

認
し
た
同
九
年
の
「
御
書
之
写
」
を
あ
げ
よ
う
。

一
、
小
倉
を
出
候
時
の
申
付
様
ニ
而
ハ
候
へ
共
、
大
事
之
儀
候
問
、
猶
々
申
遺
候
、
百
姓
之
公
事
其
給
人
取
さ
は
き
候
事
曾
無
用
候
、

百
姓
と
百
姓
と
の
間
ニ
仕
申
分
候
ハ
、
公
事
ニ
可
仕
候
、
又
与
子
之
公
事
、
与
頭
あ
つ
か
ひ
候
事
曾
仕
ま
し
く
候
旨
、
与
頭
B
公
事

場
へ
引
付
、
其
以
後
少
も
構
申
間
敷
候
由
、
堅
触
可
被
申
候
、
非
公
事
を
き
は
き
候
ハ
、
公
事
関
之
恥
に
て
候
、
給
人
・
与
頭
之
構

ニ
市
有
之
ま
し
く
候
、
此
何
ぢ
年
久
成
候
へ
ハ
失
念
仕
も
の
ニ
而
候
問
、
能
々
下
々
間
候
様
－
一
可
被
仕
候
事

七

月

廿

九

日

御

判

小
笠
原
民
部
少
輔
殿

長
岡
式
部
少
輔
殿

こ
れ
は
藩
主
忠
利
か
ら
家
老
へ
宛
て
ら
れ
、
そ
れ
か
ら
家
中
へ
触
れ
ら
れ
た
。
忠
利
は
、
知
行
地
に
お
け
る
給
人
裁
判
権
、
家
臣
固
に

お
け
る
「
与
頭
」
の
「
与
子
」
裁
判
を
否
定
し
、
「
公
事
場
」
で
の
裁
決
、
つ
ま
り
本
藩
奉
行
の
裁
許
を
定
め
て
い
る
。

右
に
定
め
ら
れ
た
訴
の
順
序
は
、
藩
政
中
枢
ま
で
上
が
っ
て
き
た
多
数
の
公
事
を
記
録
す
る
元
和
七

1
九
年
『
立
御
耳
工
事
目
安
之
写



帳
・
相
済
申
工
事
目
安
之
帳
』
に
よ
っ
て
確
認
で
き
る
。
こ
の
な
か
の
規
矩
郡
南
方
村
と
中
津
郡
花
熊
村
の
出
入
一
件
で
は
、
走
り
者
の

口
入
を
行
っ
た
東
鳥
町
次
左
衛
門
の
寸
申
上
候
覚
之
事
」
が
、
ま
ず
郡
奉
行
平
井
・
吉
田
へ
提
出
さ
れ
、
そ
れ
か
ら
惣
奉
行
へ
指
し
出
さ

れ
て
い
る
。
惣
奉
行
は
、
こ
の
一
件
の
走
り
者
が
長
州
領
の
者
だ
っ
た
の
で
、
年
寄
衆
へ
上
申
し
、
年
寄
衆
と
惣
奉
行
の
連
署
で
裁
決
状

を
出
し
た
。
ま
た
、
鉄
砲
衆
の
阿
部
十
介
が
走
っ
た
一
件
で
は
、
阿
部
が
属
す
る
井
門
亀
右
衛
門
組
の
小
頭
山
本
・
野
田
は
、
阿
部
の
抱

え
て
い
た
借
財
を
請
人
へ
転
稼
し
よ
う
と
し
て
、
惣
奉
行
へ
訴
状
を
出
し
、
そ
れ
か
ら
年
寄
衆
へ
上
申
さ
れ
、
裁
決
が
出
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
行
財
政
全
般
に
関
与
す
る
惣
奉
行
が
公
事
処
理
を
担
当
し
て
い
る
が
、
寛
永
元
年
二
月
か
ら
公
事
聞
の
担
当
へ
代
わ
る
。

公
事
聞
の
村
上
・
米
田
・
矢
野
は
、
出
府
す
る
忠
利
へ
「
御
留
主
の
時
、
御
分
国
中
之
公
事
可
承
旨
被
仰
出
候
ニ
付
、
奉
伺
条
々
」
を
差

し
出
し
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
公
事
日
は
五
・
十
・
十
四
・
二
十
・
二
十
四
・
二
十
八
日
に
定
め
ら
れ
、
四
日
間
は
村
上
宅
で
、
残
る
二

日
間
は
米
田
宅
に
お
い
て
聞
き
、
家
臣
団
お
よ
び
農
民
の
公
事
を
扱
う
こ
と
に
な
っ
た
。
彼
ら
へ
上
申
さ
れ
た
公
事
を
載
せ
る
の
が
、
寛

永
二
年
「
御
留
守
中
相
済
申
公
事
帳
」
で
あ
る
。

細
川
氏
は
、
惣
奉
行
や
公
事
問
、
そ
の
下
の
郡
奉
行
を
介
し
て
、
「
御
蔵
納
・
御
給
人
の
へ
だ
て
ハ
御
郡
奉
行
ニ
者
無
之
候
」
と
い
う
よ

（お）

う
に
、
知
行
地
内
の
公
事
を
掌
握
し
た
。
寛
永
二
年
二
月
、
宇
佐
郡
の
郡
奉
行
上
村
甚
四
郎
が
本
藩
へ
報
告
し
た
こ
と
は
、

一
、
武
田
左
内
、
知
行
所
百
姓
ヲ
悪
被
仕
候
故
、
皆
々
走
り
申
候
、
意
趣
を
相
語
候
、
根
付
以
下
之
儀
、
又
御
惣
圧
屋
ニ
申
付
、
百
姓

を
戻
し
可
申
や
く
そ
く
を
仕
、
書
物
之
案
紙
な
ど
左
内
へ
遣
候
へ
ハ
、
左
内
無
同
心
、
ケ
条
ニ
墨
を
ぬ
り
返
し
候
段
、
具
ニ
物
語
被

申
候
、
と
か
く
非
道
成
人
と
被
申
候
事

家
老
小
笠
原
民
部
少
輔
の
家
臣
武
田
左
内
と
、
そ
の
給
地
百
姓
が
「
免
相
之
儀
」
で
対
立
し
た
一
件
だ
っ
た
。
稲
の
根
付
け
時
期
と
な

っ
た
二
月
に
な
っ
て
郡
奉
行
が
関
与
し
、
和
解
案
を
記
し
た
「
書
物
之
案
紙
」
を
給
人
武
田
へ
見
せ
た
が
、
武
田
は
そ
れ
に
墨
を
塗
っ
て

破
棄
し
て
い
る
。
郡
奉
行
は
、
給
人
を
「
非
道
成
人
L

と
し
て
い
る
が
、
ど
の
よ
う
な
結
果
と
な
っ
た
の
か
明
ら
か
で
な
い
。

さ
ら
に
細
川
氏
は
、
郡
ご
と
に
目
安
箱
を
設
置
し
て
給
地
百
姓
の
願
書
を
取
り
あ
げ
て
い
る
。
元
和
九
年
『
万
覚
帳
」
九
月
二
十
四
日

一
七
世
紀
前
半
期
に
お
け
る
地
方
知
行
の
存
在
と
「
走
り
者
」
頻
出
の
社
会
状
況
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条
に
、
十
一
月
の
目
安
箱
設
置
を
予
定
し
て
い
る
。
目
安
箱
に
差
し
出
さ
れ
た
農
民
の
願
書
、
お
よ
び
惣
奉
行
の
回
答
は
、
右
の
『
万
覚

帳
』
に
合
冊
さ
れ
た
「
元
和
年
比
ト
相
見
へ
候
』
に
あ
る
。
そ
の
一
つ
宇
佐
郡
元
重
村
の
願
書
を
あ
げ
よ
う
。

申
上
覚

一
、
宇
佐
郡
内
永
井
安
大
夫
殿
御
知
行
元
重
村
、
高
弐
百
五
拾
石
之
所
さ
ほ
つ
ま
り
、
殊
之
外
ち
か
い
申
、
中
や
下
ノ
所
も
よ
之
上
な

と
ニ
御
帳
ニ
付
、
悪
所
之
田
畠
ニ
も
高
過
分
ニ
か
〉
り
候
へ
ハ
、
高
ニ
懸
る
諸
役
等
ニ
も
御
百
姓
め
い
わ
く
仕
り
候
、
其
上
池
成
・

川
成
の
引
高
大
分
ニ
御
座
候
処
ニ
、
惣
高
ニ
御
免
被
下
候
へ
ハ
、
御
百
姓
手
ま
へ
ニ
物
成
過
分
ニ
懸
り
申
め
い
わ
く
仕
候
、
去
年
御

蔵
納
ニ
而
御
座
候
御
時
も
、
右
さ
ほ
は
ま
り
の
ち
か
い
申
故
ニ
、
右
之
高
之
内
占
も
男
女
六
人
方
々
へ
奉
公
ニ
出
、
御
年
貢
御
上
納

仕
り
申
候
、
右
之
す
い
び
故
ニ
当
年
ニ
ゆ
き
つ
ま
り
め
い
わ
く
仕
候
事

以
上

永
井
安
大
夫
殿
庄
や甚

百
姓孫

二
郎 介

元
和
九
年
十
一
月
十
日

同同

百
姓藤

蔵

御
奉
行
様

石
高
不
相
応
に
よ
る
夫
役
過
重
を
訴
え
る
一
冗
重
村
に
は
、
永
井
の
ほ
か
、
蔵
入
地
や
「
中
津
衆
」
鳥
居
・
菅
の
知
行
地
も
あ
り
、
そ
れ

ぞ
れ
の
庄
屋
・
「
百
姓
」
が
連
署
し
て
同
内
容
の
願
書
を
提
出
し
て
い
る
。
宇
佐
郡
か
ら
の
願
書
は
全
部
で
九
遇
、
そ
れ
は
元
重
・
山
袋
・

黒
・
中
・
赤
・
木
内
・
末
・
今
成
村
で
あ
り
、
蔵
入
地
・
知
行
地
の
別
な
く
訴
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
村
々
は
い
ず
れ
も
隣
村
で
あ
り
、

願
書
内
容
も
同
じ
で
、
日
付
も
十
一
月
十
日
前
後
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
事
前
に
申
し
合
わ
せ
て
い
た
と
思
わ
れ
、
蔵
入
地
・
知
行
地
の
枠



を
越
え
た
農
民
層
の
結
び
付
き
を
う
か
が
わ
せ
る
。
惣
奉
行
の
回
答
は
、
い
ず
れ
も
十
一
月
二
十
七
日
に
郡
奉
行
宛
で
出
さ
れ
、
つ
ぎ
の

検
地
を
待
つ
こ
と
、
夫
役
を
一

O
O石
に
付
き
一

O
石
免
除
す
る
こ
と
と
あ
り
、
郡
奉
行
か
ら
蔵
入
地
・
知
行
地
の
農
民
へ
達
さ
れ
た
。

｛指）

元
和
八
年
、
氏
家
源
六
（
三
O
O
O石
）
知
行
地
の
上
毛
郡
土
佐
井
村
で
は
、
庄
屋
の
年
貢
米
横
領
な
ど
が
発
覚
し
、
そ
の
処
罰
と
な
っ

た
。
こ
の
一
件
で
提
出
さ
れ
た
圧
屋
市
右
衛
門
「
申
上
」
の
宛
所
を
示
す
と
、

元
和
八
年
正
月
十
一
日

土
佐
井
村

友
枝
勘
右
衛
門
殿

根
瓦
佐
兵
衛
殿
判
印

野
村
孫
右
衛
門
殿

江
上
少
右
衛
門
殿

市
右
衛
門

判
印

半リ

同同

堀
江
半
兵
衛
殿

佐
藤
半
介
殿

小
篠
次
大
夫
殿
・
仁
保
太
兵
衛
殿
・
浅
山
清
右
衛
門
殿
・
続
兵
左
衛
門
殿

と
あ
る
。
こ
れ
は
、
ま
ず
庄
屋
か
ら
惣
庄
屋
友
枝
へ
上
げ
ら
れ
、
そ
れ
か
ら
給
人
氏
家
の
家
臣
（
根
瓦
・
野
村
・
江
上
）
↓
郡
奉
行
（
堀
江
・

佐
藤
）
↓
惣
奉
行
（
小
篠
・
仁
保
・
浅
山
・
続
）
の
順
序
で
上
申
さ
れ
た
。
給
地
庄
援
を
「
諌
伐
」
に
処
し
た
の
は
給
人
氏
家
で
な
く
、
惣
奉

行
ら
で
あ
り
、
同
年
四
月
二
十
七
日
付
の
裁
決
状
を
出
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
例
は
、
知
行
地
の
公
事
が
大
名
権
力
の
手
に
よ
っ
て
裁
か
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
が
、
右
の
土
佐
井
村
で
は
、
給
人
の
家
臣

を
「
申
上
」
宛
所
と
し
て
お
り
、
給
人
が
知
行
地
内
の
公
事
に
全
く
関
与
し
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
彼
ら
が
知
行
地
の
諸
事
件
に
い

か
に
関
わ
っ
て
い
た
か
、
寛
永
二
年
、
国
東
郡
森
村
・
佐
野
村
の
知
行
地
問
に
お
け
る
養
子
出
入
を
述
べ
よ
う
。

佐
野
村
の
「
百
姓
」
甚
四
郎
は
、
慶
長
十
三
年
、
子
の
次
郎
介
（
七
才
）
を
娘
婿
の
森
村
「
百
姓
」
六
郎
右
衛
門
へ
養
子
に
出
し
た
。
甚

判
印

同

一
七
世
紀
前
半
期
に
お
け
る
地
方
知
行
の
存
在
と
「
走
り
者
」
頻
出
の
社
会
状
況

九



一
七
世
紀
前
半
期
に
お
け
る
地
方
知
行
の
存
在
と
「
走
り
者
」
頻
出
の
社
会
状
況

。

四
郎
は
元
和
三
年
に
死
去
し
、
そ
の
跡
を
相
続
す
る
者
は
い
な
か
っ
た
が
、
佐
野
村
か
ら
養
子
返
還
を
求
め
る
動
き
は
な
か
っ
た
。
そ
れ

は
、
当
時
間
村
と
も
に
同
一
人
の
知
行
地
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
佐
野
村
庄
屋
は
、
そ
の
事
情
を
、
「
佐
野
村
も
蘇
村
も
円
斎
御
知
行
ニ
て

御
座
候
故
、
同
知
行
内
ノ
百
姓
之
儀
ニ
候
へ
者
、
出
入
無
御
座
候
」
と
述
べ
る
。
そ
の
後
、
雨
村
は
元
和
六
年
に
蔵
入
地
と
な
り
、
同
七

年
に
佐
野
村
が
松
野
右
京
、
森
村
が
西
川
与
介
の
知
行
地
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
同
九
年
、
佐
野
村
を
知
行
す
る
松
野
の
「
代
官
」
田
原

彦
左
衛
門
は
岡
村
肝
煎
藤
内
に
命
じ
て
、
森
村
の
六
郎
右
衛
門
へ
直
接
に
返
還
を
求
め
た
。
六
郎
右
衛
門
は
一
年
後
に
返
す
と
い
う
「
預

り
状
L

に
判
を
捺
し
、
こ
の
件
は
解
訣
す
る
か
に
み
え
た
。

し
か
し
、
同
年
暮
れ
、
六
郎
右
衛
門
は
来
年
一
年
間
も
次
郎
介
を
預
け
て
く
れ
る
よ
う
言
っ
て
き
た
。
佐
野
村
か
ら
肝
煎
藤
内
が
派
遣

さ
れ
、
何
度
も
返
還
を
申
し
入
れ
た
が
、
六
郎
右
衛
門
は
給
人
西
川
に
伺
っ
て
か
ら
返
す
と
一
言
う
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
佐
野
村
庄
屋
か
ら

も
返
還
を
求
め
た
が
、
持
明
か
ず
、
惣
在
屋
へ
訴
え
る
。
惣
庄
屋
は
次
郎
介
を
返
す
よ
う
森
村
庄
屋
に
催
促
し
た
が
、
森
村
庄
屋
は
西
川

「
与
介
殿
ニ
得
御
意
、
一
民
シ
可
申
候
」
と
言
っ
て
、
な
か
な
か
返
さ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
寛
永
元
年
の
春
、
佐
野
村
庄
慶
は
廼
村
し
て
き

た
郡
奉
行
塩
木
文
丞
へ
訴
え
、
六
郎
右
衛
門
の
「
預
り
状
」
を
み
せ
た
。
郡
奉
行
は
、
次
郎
介
は
佐
野
村
の
慶
長
検
地
帳
登
録
者
の
子
で

あ
り
、
返
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
判
断
し
、
惣
庄
屋
へ
届
け
て
受
け
取
る
よ
う
に
命
じ
た
。
ま
た
、
も
う
一
人
の
郡
奉
行
小
林
半
左
衛
門
へ

も
訴
え
、
塩
木
と
同
じ
意
見
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
後
に
塩
木
が
「
返
シ
申
儀
無
用
」
と
言
っ
て
き
た
た
め
、
こ
の
件
は
小
林
か
ら
公
事

聞
へ
上
申
さ
れ
、
そ
の
裁
許
を
仰
ぐ
こ
と
と
な
っ
た
。
返
還
に
反
対
す
る
郡
奉
行
塩
木
は
、
「
韻
り
状
L

が
六
郎
右
衛
門
の
自
筆
で
な
く
、

佐
野
村
庄
屋
の
手
に
な
り
、
そ
の
内
容
と
六
郎
右
衛
門
に
読
み
聞
か
せ
た
内
容
と
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
慶
長
十
三
年
以
来

と
れ
ま
で
養
子
返
還
を
申
し
出
て
い
な
い
こ
と
を
理
由
に
佐
野
村
側
の
要
求
を
退
け
て
い
る
。
結
局
、
塩
木
の
意
見
が
全
面
的
に
通
り
、

公
事
問
は
寛
永
二
年
四
月
五
目
、
次
郎
介
を
佐
野
村
に
返
す
必
要
な
し
の
裁
決
を
下
し
た
。

こ
の
一
件
に
お
い
て
、
次
郎
介
を
連
れ
も
ど
す
に
あ
た
り
、
そ
の
指
示
は
給
人
側
か
ら
出
さ
れ
、
肝
煎
ら
を
使
っ
て
養
子
先
と
交
渉
し

て
い
る
。
知
行
地
聞
の
公
事
を
郡
奉
行
ら
が
裁
い
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
前
提
に
は
、
給
人
に
よ
る
－
直
接
交
渉
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ



る
。
そ
れ
で
も
返
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
、
惣
庄
屋
↓
郡
奉
行
↓
公
事
間
へ
上
申
さ
れ
、

そ
の
段
階
に
な
る
と
給
人
は
関
わ
ら
な
く
な
る
。

知
行
地
の
経
営

知
行
地
の
検
地
や
人
別
改
め
は
、
大
名
権
力
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
か
ら
、
慶
長
六
年
検
地
帳
や
元
和
八
年
『
人
畜
改
帳
』
に
も
と
づ
き

知
行
地
が
配
分
さ
れ
る
。
給
人
は
宛
行
わ
れ
た
知
行
地
の
住
民
を
い
か
に
把
握
し
、
そ
の
経
営
を
行
っ
て
い
た
か
、
具
体
的
事
例
を
通
し

て
見
て
い
こ
う
。

③ 

元
和
八
年
、
京
都
郡
の
蔵
入
地
伊
与
原
村
と
有
吉
平
吉
知
行
地
延
永
村
と
の
聞
で
、
帰
参
百
姓
の
出
入
が
起
こ
っ
た
。
こ
の
出
入
は
、

は
じ
め
郡
奉
行
に
よ
っ
て
裁
か
れ
た
が
、
決
着
が
つ
か
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
元
和
期
の
公
事
な
の
で
惣
奉
行
へ
上
申
さ
れ
る
。
伊
与
原

村
九
郎
右
衛
門
の
「
申
上
覚
」
か
ら
出
入
の
内
容
を
う
か
が
っ
て
み
よ
う
。

私
九
郎
右
衛
門
は
、
男
の
延
永
村
「
外
記
」
と
、
そ
の
子
少
三
郎
の
養
子
を
約
束
し
、
慶
長
十
五
年
に
伊
与
原
村
で
町
立
て
が
行
わ
れ
た
時
、
少
三

郎
を
連
れ
て
引
っ
越
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
元
和
五
年
に
奥
「
外
記
」
の
延
永
村
給
人
、
有
吉
平
吉
（
一
万
五
0
0
0
石
）
の
家
臣
矢
坂
角
兵
衛
は
、

少
三
郎
を
取
り
戻
さ
な
げ
れ
ば
、
「
外
記
」
夫
婦
を
籍
者
に
す
る
と
命
じ
た
。
私
は
父
母
の
た
め
を
思
い
、
惣
庄
屋
・
郡
泰
行
へ
は
届
け
ず
少
三
郎

を
返
し
た
が
、
す
ぐ
に
少
三
郎
は
延
永
村
か
ら
他
国
へ
走
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
度
、
「
他
国
ニ
走
り
申
候
者
、
御
園
へ
帰
参
仕
ら
せ
候
へ
と
」
と

い
う
高
札
が
出
た
の
で
、
方
々
捜
し
て
回
り
、
豊
後
国
石
川
忠
総
領
の
日
田
で
少
三
郎
を
見
つ
け
、
帰
参
す
る
よ
う
勧
め
た
。
し
か
し
少
三
郎
は
、

延
永
村
へ
は
帰
ら
な
い
と
言
う
の
で
、
そ
の
旨
郡
奉
行
・
代
官
・
惣
庄
屋
へ
報
告
し
許
可
を
得
て
、
伊
与
原
村
に
連
れ
も
ど
し
た
。

出
入
は
、
知
行
地
か
ら
蔵
入
地
へ
の
「
百
姓
」
養
子
に
つ
い
て
起
こ
っ
て
い
る
。
延
永
村
側
が
養
子
の
返
還
を
求
め
る
背
景
に
は
、
給

人
矢
坂
の
存
在
が
あ
り
、
元
和
五
年
、
少
三
郎
を
一
日
一
取
り
か
え
し
た
時
は
矢
坂
の
強
制
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
。
ま
た
、
同
七
年
十
二
月

に
帰
国
し
た
少
三
郎
を
取
り
か
え
せ
と
い
う
指
示
も
矢
坂
が
出
し
て
い
る
。
右
に
お
い
て
、
養
父
九
郎
右
衛
門
が
返
還
を
拒
否
す
る
主
張

点
は
、
養
子
縁
組
を
し
て
い
る
こ
と
、
少
三
郎
が
伊
与
原
村
居
住
を
希
望
し
、
郡
奉
行
ら
の
許
可
を
得
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
反

一
七
世
紀
前
半
期
に
お
け
る
地
方
知
行
の
存
在
と
「
走
り
者
」
頻
出
の
社
会
状
況



一
七
世
紀
前
半
期
に
お
け
る
地
方
知
行
の
存
在
と
「
走
り
者
」
頻
出
の
社
会
状
況

論
す
る
延
永
村
側
の
要
点
は
、

①
九
郎
右
衛
門
は
、
慶
長
十
五
年
に
少
コ
一
郎
を
連
れ
て
伊
与
原
新
町
へ
移
っ
た
と
言
っ
て
い
る
が
、
偽
り
で
あ
る
。
九
郎
右
衛
門
は
同
十
六
年
に
筑

前
福
岡
寝
か
ら
延
永
村
へ
戻
り
、
そ
の
後
伊
与
原
新
町
へ
移
っ
た
。

②
延
永
村
「
外
記
」
は
、
少
三
郎
を
連
れ
て
筑
前
へ
走
り
、
慶
長
十
一
年
に
帰
国
し
た
。
彼
は
同
十
六
年
か
ら
矢
坂
角
兵
衛
の
給
地
百
姓
と
な
り
、

元
和
元
年
、
息
子
弥
蔵
（
少
三
郎
の
兄
）
の
嫁
に
同
村
太
郎
右
衛
門
の
娘
を
も
ら
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
延
永
村
は
相
給
地
で
あ
り
、
太
郎
右
衛
門

は
別
の
給
地
百
姓
だ
っ
た
の
で
、
給
入
沢
太
郎
兵
衛
が
、
「
他
之
百
姓
へ
む
す
め
ヲ
遺
候
事
曲
事
候
問
、
早
々
取
返
し
候
へ
と
」
申
し
付
げ
た
。

と
の
件
は
、
延
永
村
惣
百
姓
の
詫
言
に
よ
り
、
弥
蔵
と
娘
の
婚
姻
は
そ
の
ま
ま
に
す
る
が
、
代
わ
り
に
少
三
郎
を
太
郎
右
衛
門
の
養
子
と
す
る
、

と
い
う
こ
と
で
決
着
し
た
。

③
九
郎
右
衛
門
は
少
三
郎
を
養
子
に
し
た
と
言
っ
て
い
る
が
、
少
三
郎
は
延
永
村
太
郎
右
衛
門
の
養
子
で
あ
り
、
九
郎
右
衛
門
の
主
張
は
偽
り
で
あ

る
。
去
年
の
高
札
で
も
、
「
罷
帰
ル
百
姓
先
在
所
へ
直
り
申
」
と
な
っ
て
お
り
、
少
三
郎
は
延
永
村
へ
返
す
べ
き
で
あ
る
。

両
村
の
「
申
上
覚
」
を
受
取
っ
た
郡
奉
行
は
、
少
三
郎
を
伊
与
原
村
に
置
く
べ
き
と
申
し
付
け
た
が
、
延
永
村
給
人
矢
坂
の
主
人
有
吉

平
吉
の
了
承
が
得
ら
れ
な
い
と
し
て
、
惣
奉
行
へ
上
申
し
た
。
惣
奉
行
は
こ
の
件
を
年
寄
衆
へ
上
げ
、
両
者
の
連
印
で
裁
決
が
出
さ
れ
た
。

そ
れ
は
、
少
三
郎
を
伊
与
原
村
に
置
く
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。

こ
れ
か
ら
、
給
人
は
農
民
の
減
少
に
極
め
て
敏
感
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
前
述
し
た
国
東
郡
森
村
・
佐
野
村
の
一
件
で
は
、
別
知
行

地
と
な
っ
て
か
ら
養
子
の
返
還
要
求
が
出
さ
れ
て
お
り
、
右
の
一
件
で
は
、
同
一
村
内
で
あ
っ
て
も
、
給
人
は
別
知
行
地
の
者
と
の
婚
姻

を
許
き
な
か
っ
た
。
知
行
地
の
配
分
に
お
い
て
、
「
田
畠
・
百
姓
・
牛
馬
無
甲
乙
様
」
が
問
題
と
な
り
、
相
給
村
で
は
一
村
の
農
民
が
そ
れ

ぞ
れ
の
給
人
に
分
割
支
配
さ
れ
て
い
た
。
知
行
地
の
農
民
が
他
所
へ
走
っ
た
時
な
ど
、
給
人
は
走
り
先
を
調
べ
て
連
れ
も
ど
し
た
り
、
行

き
先
不
明
の
場
合
は
藩
権
力
に
そ
の
捜
索
を
依
頼
し
た
。
寛
永
六
年
、
吉
田
縫
殿
助
は
、
給
地
百
姓
の
女
房
が
走
り
武
家
奉
公
人
と
な
っ

た
可
能
性
が
あ
る
と
し
て
、
家
臣
団
へ
触
状
を
回
し
て
く
れ
る
よ
う
、
家
老
へ
頼
ん
で
い
る
。



給
人
が
知
行
地
外
へ
の
農
民
移
動
に
敏
感
だ
っ
た
背
景
に
は
、
近
世
初
期
の
耕
地
開
発
が
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か

な
ご
と
く
、
近
世
初
期
に
お
げ
る
耕
地
開
発
は
全
国
的
状
況
で
あ
っ
た
。
細
川
氏
の
開
発
政
策
に
つ
い
て
は
、
別
稿
で
述
べ
た
の
で
、
細

川
忠
利
が
家
臣
団
の
荒
地
開
発
を
奨
励
し
た
元
和
八
年
四
月
「
覚
」
を
あ
げ
よ
う
。

覚

田
畠
共
ニ
荒
地
を
ひ
ら
き
候
儀
、
給
人
自
分
之
か
せ
ぎ
と
し
て
ひ
ら
き
上
候
高
ハ
、
本
知
之
内
へ
入
、
書
出
を
書
直
し
可
置
候
、
役
儀

は
少
も
申
付
間
敷
候
、
文
た
と
へ
ば
先
地
ニ
く
わ
を
付
、
其
主
ひ
ら
き
可
申
由
申
候
と
も
、
其
段
ハ
無
構
一
寸
つ
〉
も
は
や
く
ひ
ら
き

候
も
の
其
田
畠
地
主
た
る
へ
く
候
、
文
蔵
納
占
ひ
ら
か
せ
候
所
ハ
右
占
申
付
候
こ
と
く
請
あ
ひ
の
こ
と
く
年
を
き
り
相
定
、
物
成
取
可

申
候
、
此
儀
式
部
・
民
部
ニ
申
、
何
も
へ
可
申
聞
候
、
郡
奉
行
へ
も
此
写
仕
可
遣
候
事

御
印
四
月
廿
八
日

小
篠
次
大
夫

浅
山
清
右
衛
門
と
の
へ

仁
保
太
兵
衛
と
の
へ

続
兵
左
衛
門
と
の
へ

こ
れ
は
惣
奉
行
四
人
へ
宛
て
ら
れ
、
そ
れ
か
ら
家
老
長
岡
式
部
少
輔
・
小
笠
原
民
部
少
輔
に
伝
え
ら
れ
、
大
組
頭
を
通
じ
て
全
家
臣
団

に
達
さ
れ
た
。
こ
の
な
か
で
忠
利
は
、
給
人
が
荒
地
を
開
発
し
た
場
合
、
そ
の
開
発
地
を
自
分
の
知
行
と
す
る
こ
と
が
で
き
、
軍
役
も
掛

げ
な
い
と
し
て
、
そ
の
開
発
を
奨
励
し
て
い
る
。
寛
永
三
年
、
牧
長
三
郎
と
西
沢
文
右
衛
門
の
「
開
地
」
は
、
「
本
知
」
を
書
き
上
げ
て
提

出
す
れ
ば
、
「
御
曹
加
被
成
、
新
知
ハ
永
代
無
役
」
と
な
っ
た
〈
細
川
氏
が
熊
本
へ
移
封
し
た
寛
永
十
年
八
月
に
は
、
給
人
の
荒
地
聞
は
三
年
間

の
軍
役
免
除
に
制
限
さ
れ
た
〉
。
ま
た
寛
永
六
年
六
月
、
上
野
三
太
夫
が
築
城
郡
日
奈
子
村
の
農
民
を
酷
使
し
て
新
田
開
発
し
た
と
い
う
「
風

間
」
が
あ
っ
た
。
給
人
の
百
姓
使
役
に
は
一
定
の
制
限
が
あ
っ
た
か
ら
、
郡
奉
行
に
よ
る
調
査
が
行
わ
れ
、
二
町
ほ
ど
の
新
聞
が
確
認
さ

と
の
へ

一
七
世
紀
前
半
期
に
お
け
る
地
方
知
行
の
存
在
と
「
走
り
者
」
頻
出
の
社
会
状
況



一
七
世
紀
前
半
期
に
お
け
る
地
方
知
行
の
存
在
と
「
走
り
者
」
頻
出
の
社
会
状
況

四

れ
た
。
そ
し
て
、
開
発
の
方
法
は
「
春
御
百
姓
ニ
米
を
か
し
置
、
其
代
ニ
遣
申
候
」
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
で
、
異
議
な
く
認
め
ら
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
給
地
百
姓
ら
を
使
つ
て
の
開
発
が
進
め
ら
れ
る
一
方
で
、
農
民
と
の
対
立
も
生
じ
て
い
る
。
元
和
八
年
、
鉄
砲
頭
の
西
沢

文
右
衛
門
（
五
O
O石
〉
は
、
中
津
郡
大
橋
村
の
「
く
ら
原
」
を
開
発
し
田
ニ
反
余
を
造
成
し
た
。
し
か
し
、
同
村
庄
屋
ら
は
、
開
発
に
よ

っ
て
草
刈
場
が
な
く
な
り
水
害
の
恐
れ
も
あ
る
と
訴
え
て
い
る
。

開
発
を
進
め
る
給
人
た
ち
は
、
何
ら
か
の
事
情
で
無
主
地
が
発
生
す
る
と
細
か
な
対
応
策
を
と
っ
て
い
る
。
無
主
地
対
策
を
斎
藤
権
介

（二

O
O石
）
の
知
行
地
赤
瓦
村
を
み
よ
う
。
「
百
姓
」
勘
七
（
持
高
二
石
余
）
は
、
元
和
六
年
に
年
貢
米
未
進
が
あ
っ
た
の
で
、
翌
年
二

月
二
目
か
ら
同
八
年
二
月
二
日
ま
で
の
一
年
契
約
で
、
長
岡
藤
十
郎
所
へ
中
間
奉
公
に
出
た
。
勘
七
所
持
の
田
畑
は
耕
作
者
が
い
な
か
っ

た
の
で
、
斎
藤
は
「
庄
屋
仁
兵
衛
と
申
者
一
年
カ
請
人
ニ
立
、
荒
シ
申
間
敷
」
と
申
し
付
け
た
。
一
年
後
、
長
岡
が
中
間
勘
七
を
返
さ
な

（臼）

か
っ
た
の
で
、
斎
藤
は
勘
七
の
土
地
を
「
我
等
小
者
ニ
内
作
」
さ
せ
な
が
ら
、
惣
奉
行
へ
訴
え
、
勘
七
の
返
還
を
求
め
た
。
給
人
斎
藤
は
、

年
貢
を
払
え
ず
奉
公
に
出
た
者
の
跡
地
を
、
庄
屋
に
請
作
さ
せ
た
り
、
自
ら
「
内
作
」
（
手
作
り
）
し
て
荒
地
化
を
防
い
で
い
る
。
こ
の
こ

と
は
蔵
入
地
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
こ
れ
ら
無
主
地
に
は
走
り
者
が
抱
え
て
い
た
耕
地
も
多
く
含
ま
れ
、
走
り
者
の
跡
地
は
荒
地
化
の

危
険
性
を
苧
ん
で
い
た
。
寛
永
三
年
、
細
川
忠
利
の
「
仰
出
」
は
つ
ぎ
の
内
容
で
あ
る
。

一
、
諸
給
人
地
之
内
百
姓
走
候
跡
ノ
団
地
、
給
人
も
作
仕
儀
不
罷
成
所
在
之
ハ
、
殿
様
御
代
宮
へ
被
何
付
、
作
仕
せ
、
重
而
給
人
へ
ハ

御
蔵
米
を
以
物
成
被
遣
候
問
、
此
通
可
申
触
之
旨
、
矢
野
利
斎
を
以
被
仰
出
候
事

細
川
氏
は
、
走
り
者
の
発
生
に
よ
っ
て
作
付
け
困
難
と
な
っ
た
知
行
地
を
、
代
官
の
管
理
下
に
置
く
こ
と
を
定
め
、
給
人
へ
は
蔵
米
か

ら
物
成
を
支
給
す
る
こ
と
に
し
た
。
給
人
は
、
走
り
者
の
跡
地
に
他
所
者
を
招
致
し
て
「
新
百
姓
」
と
し
た
り
、
庄
屋
に
「
請
作
L

さ
せ

た
り
、
自
ら
手
作
り
し
て
耕
作
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
が
、
独
自
に
対
処
で
き
な
い
事
態
と
な
っ
て
お
り
、
細
川
氏
に
よ
る
階
級
的
対
処

を
必
要
と
し
た
。

以
上
、
細
川
氏
の
小
倉
在
城
時
代
に
お
げ
る
知
行
地
の
経
営
は
、
表
面
的
な
把
撞
し
か
で
き
な
か
っ
た
が
、
必
ず
し
も
安
定
し
て
い
な



ぃ
。
給
人
の
財
政
状
況
に
つ
い
て
も
、
別
稿
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
細
川
氏
を
頼
っ
て
自
ら
の
財
政
再
建
を
依
頼
す
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
状
況
を
も
た
ら
す
原
因
の
一
つ
に
走
り
者
が
あ
る
。
走
り
者
発
生
↓
荒
地
発
生
↓
走
り
者
招
致
↓
荒
地
開
発
（
耕
地
開
発
）
と
い

う
連
鎖
は
、
近
世
初
期
の
社
会
を
特
徴
づ
け
る
「
開
発
」
の
構
造
で
あ
り
、
給
人
た
ち
は
自
ら
の
知
行
地
経
営
を
維
持
し
、
拡
大
す
る
た

め
に
、
知
行
地
内
の
農
民
減
少
に
と
く
に
敏
感
な
反
応
を
示
し
た
。

〔註〕
拙
稿
「
元
和
・
寛
永
期
に
お
け
る
年
貢
の
賦
課
と
徴
収
」
（
九
州
大
学
国
史
学
研
究
室
編
「
近
世
近
代
論
集
』
、
吉
川
引
文
館
、

年）。
寛
永
三
年
八
月
二
日
付
書
状
（
寛
永
三
・
五
年
『
上
方
江
言
上
之
控
・
江
戸
江
言
上
之
控
』
）
。

元
和
七

1
八
年
冨
且
前
御
侍
帳
』
。

覧
永
五
年
『
日
帳
』
九
月
十
六
日
条
。

元
和
七
年
九
月
の
忠
興
｜
忠
利
問
書
状
（
「
細
川
家
史
料
」
一
｜
三

O
七
、
八
｜
五
九
号
）
。

「
御
奉
行
所
覚
帳
抄
出
』
。

慶
長
十
八
年
十
月
十
六
日
「
覚
」
（
『
細
川
家
の
歴
史
展
』
一
二
六
頁
、
北
九
州
市
立
歴
史
博
物
館
、
一
九
八
五
年
）
。
永
尾
正
剛
「
『
人
身
売
買

禁
止
令
』
と
小
倉
藩
」
（
『
福
岡
県
地
域
史
研
究
』
九
号
、
一
九
九

O
年）。

（8
）
（
叩
）
『
綿
考
輯
録
』
。

（9
）
寛
永
三
年
『
奉
書
』
二
月
九
日
条
。

（
日
）
（
ロ
）
元
和
七

1
九
年
「
立
御
耳
工
事
目
安
之
写
帳
・
相
済
・
申
工
事
目
安
之
写
帳
』
。

（
日
）
拙
稿
「
幕
藩
制
成
立
期
の
大
名
財
政
」
，
（
『
古
文
書
研
究
』
三

O
号
、
一
九
八
九
年
）
。
ほ
か
に
朝
尾
直
弘
「
上
方
か
ら
み
た
元
和
・
寛
永
期

の
細
川
藩
」
（
大
坂
歴
史
学
会
編
『
幕
藩
体
制
確
立
期
の
諸
問
題
」
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
三
年
）
、
中
野
等
「
幕
藩
制
成
立
期
に
お
け
る

領
主
的
商
品
流
通
の
展
開
」
（
交
通
史
研
究
会
編
『
日
本
近
世
交
通
史
論
集
」
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
六
年
）
。

寛
永
元
年
『
万
覚
帳
』
十
二
月
十
日
条
に
、
「
中
津
奉
行
」
が
忠
興
の
出
府
に
よ
り
船
一
綬
の
借
用
を
申
し
込
ん
で
き
た
こ
と
が
あ
る
。
そ

こ
で
惣
奉
行
は
、
「
殿
様
御
舟
無
之
ニ
付
、
式
部
殿
か
頼
母
殿
舟
御
借
候
や
う
に
」
と
、
「
船
手
之
奉
行
」
へ
申
し
渡
し
た
。
こ
れ
か
ら
、

1 

一
九
九
O

（

2
）
 

（

3
）
 

（

4）
 

（

5
）
 

（

6
）
 

（

7）
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世
紀
前
半
期
に
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砂
る
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方
知
行
の
存
在
と
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」
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出
の
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会
状
況

五



一
七
世
紀
前
半
期
に
お
げ
る
地
方
知
行
の
存
在
と
「
走
り
者
」
頻
出
の
社
会
状
況

占ノ、

（日）
（日）

重
臣
の
長
岡
式
郎
少
輔
や
有
吉
頼
母
佐
ら
が
船
を
所
持
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

寛
永
七
年
『
奉
書
」
六
月
三
日
条
。

寛
永
六
年
の
惣
奉
行
か
ら
「
大
坂
米
奉
行
」
へ
宛
て
た
書
状
に
よ
る
と
（
寛
永
六
年
『
大
坂
江
之
状
』
三
月
二
十
五
日
）
、
小
田
豊
斎
の
米

が
上
方
へ
運
ば
れ
換
銀
さ
れ
る
過
程
に
彼
は
全
く
関
与
せ
ず
、
一
切
は
蔵
米
販
売
ル

l
ト
に
乗
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
。

寛
永
六
年
四
月
十
七
日
書
状
（
寛
永
三
・
四
・
五
年
『
上
方
ヨ
リ
被
成
下
御
書
写
・
従
江
戸
被
成
下
御
書
御
請
控
』
）
。

寛
永
六
年
五
月
七
日
（
寛
永
三
・
五
年
「
上
方
江
一
一
一
一
口
上
之
控
・
江
戸
江
言
上
之
控
』
）
。

寛
永
元
年
『
万
覚
帳
』
八
月
十
五
日
条
。

元
和
七
年
『
御
印
帳
』
七
月
十
一
日
・
九
月
十
七
日
条
。

寛
永
元
年
『
相
談
帳
』
七
月
四
日
条
。

伊
東
多
三
郎
「
細
川
小
倉
藩
の
鉱
山
と
貨
幣
」
（
『
日
本
歴
史
』
二
四
七
号
、
一
九
六
八
号
、
後
に
著
作
集
『
近
世
史
の
研
究
』
五
巻
に
再

録
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
四
号
）
。

「
筑
前
筑
後
肥
前
肥
後
探
索
書
』
（
『
九
州
史
料
叢
書
』
二
ハ
巻
、
一
九
五
八
年
）
。

呼
野
・
採
鋼
所
の
米
価
は
、
小
倉
相
場
の
一
・
五
倍
で
あ
っ
た
（
寛
永
元
年
『
日
帳
』
八
月
二
十
日
条
）
。

慶
長
十
七
年
「
豊
前
豊
後
両
国
内
所
務
方
其
外
様
子
聞
書
」
（
「
毛
利
家
文
庫
」
、
山
口
県
文
書
館
）
。

寛
永
十
三
年
「
一
筆
申
入
候
」
（
寛
永
十
1
十
九
年
「
御
国
中
へ
申
渡
条
々
』
）
、
『
井
田
街
義
』
（
「
藩
法
集
』
七
巻
、
熊
本
藩
、
一
七
九
頁
）
。

松
本
氏
前
掲
論
文
、
森
山
氏
前
掲
論
文
。
ほ
か
に
吉
村
豊
雄
「
藩
財
政
確
立
の
基
礎
過
程
」
（
『
史
学
研
究
』
一
四
六
号
、
一
九
七
九
年
）

が
あ
る
。

「
綿
考
輯
録
』
。

「
永
青
文
庫
」
。

元
和
七
年
『
御
印
帳
』
七
月
十
一
日
条
。

「
松
井
家
文
書
」
（
熊
本
大
学
図
書
館
所
蔵
）
。
『
綿
考
輯
録
』
で
は
こ
れ
を
寛
永
元
年
九
月
七
日
と
し
て
い
る
が
、
誤
り
で
あ
る
。

「
永
育
文
庫
」
。

『
町
方
記
録
之
内
』
。

「
永
育
文
庫
」
。

寛
永
六
年
『
日
帳
』
二
月
二
十
八
日
条
。

（
口
）

（
問
）

（凹）
（却）

（
肝
心
）

（詑）
（
幻
）

（

M）
 

（お）
（加）

（
訂
）

（却）
（却）

（却）
（況）

（沼）
（お）

（
担
）

（お）



（
お
）
寛
永
二
年
『
覚
書
』
二
月
二
十
一
日
条
。

（
幻
）
「
永
青
文
庫
」
。

（
お
）
元
和
七

1
八
年
「
豊
前
御
侍
帳
』
。

（
却
）
『
元
和
年
中
之
御
帳
』
。

（
判
）
寛
永
二
年
『
御
留
主
中
相
済
申
公
事
帳
』
。

（
組
）
元
和
七

1
八
年
『
立
御
耳
工
事
目
安
之
写
帳
・
相
済
申
工
事
目
安
之
写
帳
』
。

（
必
）
元
和
七

i
八
年
『
豊
前
御
侍
帳
』
。

（
時
）
寛
永
六
年
『
御
郡
へ
之
状
拍
』
七
月
二
十
六
日
、
惣
奉
行
か
ら
宇
佐
郡
奉
行
へ
宛
て
た
書
状
。

（
叫
）
寛
永
六
年
『
日
帳
」
閏
二
月
十
四
日
条
。

（
必
）
拙
稿
「
近
世
初
期
の
『
走
り
者
』
対
策
と
土
地
緊
縛
」
。

（
必
）
「
松
井
家
文
書
」
。

（
灯
）
寛
永
三
年
『
奉
書
』
二
月
八
日
条
。

（
必
）
寛
永
九
年
1
宝
永
期
『
御
郡
方
文
書
』
。

（
品
目
）
寛
永
六
年
『
日
帳
』
六
月
十
一
日
条
。

（
叩
）
（
臼
）
元
和
七

1
八
年
『
豊
前
御
侍
帳
」
。

（
日
）
（
臼
）
元
和
七

i
九
年
「
立
御
耳
工
事
目
安
之
写
帳
・
相
済
申
工
事
目
安
之
写
帳
』
。

（
同
）
拙
稿
「
近
世
初
期
の
『
走
り
者
」
と
村
落
状
況
」
（
『
歴
史
評
論
』
四
八
八
号
、
一
九
九

O
年）。

（
日
）
寛
永
三
年
『
奉
書
』
二
月
九
日
条
。

（
回
）
拙
稿
「
近
世
初
期
の
給
人
財
政
と
知
行
制
変
質
」
。

一
七
世
紀
前
半
期
に
お
け
る
地
方
知
行
の
存
在
と
「
走
り
者
」
頻
出
の
社
会
状
況

七



一
七
世
紀
前
半
期
に
お
け
る
地
方
知
行
の
存
在
と
「
走
り
者
」
頻
出
の
社
会
状
況

/¥ 

、
細
川
領
圏
内
で
の
走
り
者
返
還

ま
ず
、
寛
永
二
年
『
御
留
主
中
相
済
申
公
事
帳
』
に
収
録
さ
れ
た
公
事
か
ら
、
走
り
者
返
還
の
具
体
例
を
み
よ
う
。

①
宇
佐
郡
金
丸
村
・
国
東
郡
能
部
村
の
出
入

寛
永
元
年
八
月
十
六
日
、
上
村
甚
四
郎
の
知
行
地
で
あ
る
金
丸
村
の
庄
屋
は
、
弥
平
が
蔵
入
地
能
部
村
に
走
っ
た
と
し
て
、
惣
庄
屋
へ

「
申
上
状
」
を
提
出
し
た
。

国
東
郡
能
部
村
へ
走
っ
た
弥
平
の
返
還
を
郡
奉
行
に
申
し
上
げ
た
と
こ
ろ
、
「
前
か
と
不
申
ニ
今
成
申
候
哉
」
と
立
腹
な
さ
れ
た
。
弥
平
は
、
慶
長

五
年
以
前
の
黒
田
氏
時
代
よ
り
金
丸
村
に
居
住
し
、
「
御
検
地
帳
ニ
も
付
御
百
姓
」
で
あ
っ
た
が
、
慶
長
九
年
に
妻
子
を
残
し
て
国
東
郡
の
能
部
村

へ
走
っ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
、
女
房
と
二
人
の
子
が
田
地
を
耕
作
し
て
い
た
の
で
、
「
団
地
さ
へ
不
荒
、
其
上
子
共
両
入
居
申
候
へ
ハ
、
門
つ
ぶ

れ
申
儀
も
無
御
座
候
」
と
考
え
、
こ
れ
ま
で
申
し
上
げ
な
か
っ
た
。
近
年
、
弥
平
は
子
一
人
を
能
部
村
に
呼
び
寄
せ
た
の
で
、
そ
の
団
地
が
荒
れ
て

い
る
。
弥
平
と
子
一
人
の
返
還
を
国
束
郡
の
郡
奉
行
へ
申
し
込
ん
で
ほ
し
い
。

金
丸
村
庄
屋
は
、
国
東
郡
側
と
の
交
渉
を
惣
庄
屋
に
依
頼
し
、
弥
平
と
子
一
人
の
返
還
を
求
め
て
い
る
。
同
年
十
一
月
六
日
、
国
東
郡
郡

奉
行
か
ら
の
返
答
で
は
、
弥
平
が
上
納
す
べ
き
蔵
入
地
と
寿
命
院
領
の
年
貢
が
半
分
残
っ
て
い
る
の
で
、
皆
済
後
に
返
還
す
る
と
い
う
こ

と
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
十
二
月
四
日
、
国
東
郡
郡
奉
行
は
、
「
名
付
ニ
付
、
其
方
之
御
百
姓
ニ
相
究
り
候
、
只
今
返
付
可
申
候
」
と
言
い

な
が
ら
も
、
弥
平
が
「
他
出
津
」
し
て
い
る
と
し
て
、
返
還
を
延
ば
し
て
き
た
。
国
東
郡
の
郡
奉
行
が
返
還
を
延
期
し
て
き
た
背
景
に
は
、

弥
平
を
能
部
村
の
「
百
姓
」
と
い
う
庄
屋
・
惣
庄
屋
の
主
張
が
あ
っ
た
。
そ
の
主
張
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

弥
平
は
も
と
も
と
能
部
村
の
者
で
あ
り
、
慶
長
五
年
以
前
に
金
丸
村
へ
「
入
む
こ
」
と
な
っ
て
い
た
が
、
二

O
年
ほ
ど
前
に
走
り
戻
っ
て
き
た
。
こ

れ
ま
で
も
、
金
丸
村
側
か
ら
弥
平
の
返
還
を
求
め
て
二
度
の
出
入
り
が
あ
っ
た
。
ま
ず
、
中
路
周
防
が
国
東
郡
の
郡
奉
行
で
あ
っ
た
時
の
裁
決
で
は
、

弥
平
は
能
部
村
の
「
百
姓
」
と
し
、
女
房
一
は
金
丸
村
へ
返
す
、
二
人
の
子
供
は
そ
れ
ぞ
れ
一
人
づ
つ
わ
け
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、
田
中



与
左
衛
門
が
国
東
郡
郡
奉
行
の
時
も
、
金
丸
村
か
ら
返
還
要
求
が
あ
っ
た
が
、
中
路
と
同
様
の
裁
決
と
な
っ
た
。
今
で
は
、
弥
平
は
能
部
村
の
「
人

別
帳
ニ
も
付
」
い
て
お
り
、
蔵
入
地
・
寿
命
院
知
行
地
へ
出
作
な
ど
行
い
、
「
大
分
高
を
か
〉
へ
」
る
「
御
百
姓
」
で
あ
る
。

弥
平
を
能
部
村
の
「
人
別
帳
」
に
付
い
た
「
御
百
姓
」
と
す
る
主
張
に
対
し
、
再
び
宇
佐
郡
金
丸
村
か
ら
反
論
が
出
さ
れ
る
。

弥
平
は
黒
田
氏
時
代
か
ら
金
丸
村
の
「
百
姓
」
で
あ
り
、
細
川
氏
入
国
時
の
検
地
帳
に
も
名
が
付
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
上
村
孫
三
が
知
行
主
で
あ

っ
た
時
に
能
部
村
へ
走
っ
た
。
ま
ず
、
弥
平
が
一
人
で
走
り
、
後
で
女
房
も
走
っ
た
。
金
丸
村
に
は
女
房
の
母
と
子
一
人
が
残
さ
れ
、
上
村
は
、
こ

の
子
を
人
質
に
し
て
「
弥
平
ふ
う
ふ
共
ニ
急
度
返
り
可
申
」
と
命
じ
、
金
丸
村
肝
煎
七
郎
ら
を
能
部
村
へ
遣
わ
し
た
。
し
か
し
、
弥
平
は
戻
ら
な
か

っ
た
の
で
、
肝
煎
ら
が
女
房
だ
け
を
連
れ
戻
っ
て
き
た
。
だ
か
ら
、
「
御
郡
代
衆
御
前
へ
罷
出
申
儀
、
前
後
無
御
座
候
」
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
郡

奉
行
が
関
与
す
る
「
公
事
」
に
な
れ
ば
、
金
丸
村
圧
屋
か
ら
惣
庄
屋
の
山
村
に
申
し
入
れ
、
山
村
か
ら
宇
佐
郡
の
郡
奉
行
に
訴
え
、
そ
れ
か
ら
国
東

の
郡
奉
行
所
へ
出
頭
し
、
弥
平
と
対
決
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ゆ
え
に
、
宇
佐
郡
の
郡
奉
行
が
中
路
で
あ
っ
た
時

に
決
着
が
つ
い
た
と
い
う
能
部
村
側
の
主
張
は
、
「
い
つ
わ
り
に
て
御
座
候
」
。
ま
た
、
田
中
が
宇
佐
郡
の
郡
奉
行
で
あ
っ
た
時
の
裁
決
も
、
偽
説
で

あ
り
、
金
丸
村
か
ら
国
東
郡
へ
出
頭
し
た
こ
と
は
な
い
。

こ
の
一
件
は
、
寛
永
二
年
三
月
十
日
、
宇
佐
郡
の
金
丸
村
庄
屋
か
ら
同
郡
の
郡
奉
行
吉
川
九
大
夫
・
杉
無
兵
衛
へ
提
出
さ
れ
、
惣
庄
屋

か
ら
も
、
同
様
の
「
申
上
状
」
が
郡
奉
行
へ
提
出
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
宇
佐
郡
の
郡
奉
行
は
、
公
事
聞
へ
宛
て
た
四
月
三
日
付
「
申
上
覚
」

を
提
出
す
る
。
そ
こ
に
は
、
国
東
・
宇
佐
の
郡
奉
行
・
惣
庄
屋
・
圧
屋
が
立
ち
会
い
協
議
し
た
が
、
埼
が
明
か
な
か
っ
た
事
情
が
記
さ
れ

て
い
た
。

公
事
聞
の
裁
許
と
な
っ
た
こ
の
一
件
は
、
両
郡
の
郡
奉
行
・
惣
庄
屋
・
庄
屋
か
ら
、
右
の
よ
う
な
訴
状
・
陳
状
が
提
出
さ
れ
。
論
点
は

中
路
・
田
中
が
郡
奉
行
で
あ
っ
た
時
に
も
裁
決
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
公
事
聞
は
中
路
・
田
中
に
尋
ね
て
み
た
が
、

そ
の
覚
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
結
局
、
能
部
村
側
の
主
張
は
「
前
後
証
拠
無
御
座
」
と
な
っ
て
退
け
ら
れ
、
弥
平
は
上
村
の
知
行

地
金
丸
村
へ
返
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

一
七
世
紀
前
半
期
に
お
け
る
地
方
知
行
の
存
在
と
「
走
り
者
」
頻
出
の
社
会
状
況

九



一
七
世
紀
前
半
期
に
お
け
る
地
方
知
行
の
存
在
と
「
走
り
者
」
頻
出
の
社
会
状
況

。

こ
の
一
件
に
お
け
る
給
入
上
村
の
動
向
は
注
目
で
き
る
。
彼
は
、
肝
煎
ら
を
派
遣
し
て
、
弥
平
の
女
房
を
連
れ
も
ど
し
た
り
、
寛
永
元

年
四
月
に
は
、
「
金
丸
村
ニ
市
御
検
地
帳
ニ
の
り
、
則
我
等
百
姓
ニ
取
申
者
」
で
あ
る
と
し
て
、
蔵
入
地
能
部
村
を
管
轄
す
る
宇
佐
郡
奉
行

へ
直
接
に
返
還
を
申
し
込
ん
だ
。
そ
れ
で
も
返
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
自
郡
の
郡
奉
行
へ
訴
え
、
さ
ら
に
は
公
事
聞
が
関
与
し
て
「
御
公

儀
公
事
」
と
な
る
。
大
名
権
力
が
関
与
し
た
こ
の
件
に
お
い
て
、
金
丸
村
・
能
部
村
側
と
も
に
、
弥
平
が
検
地
帳
名
付
の
「
百
姓
」
で
あ

ま
た
拒
否
す
る
根
拠
で
あ
っ
た
。

る
こ
と
を
主
張
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
が
返
還
を
求
め
、

②
木
村
十
左
街
門
と
河
島
善
兵
衛
の
小
者
出
入

寛
永
元
年
八
月
、
倍
巨
木
村
十
左
衛
門
は
、
走
り
者
の
返
還
を
求
め
る
つ
申
上
ル
覚
」
を
公
事
聞
に
差
し
出
し
た
。
そ
れ
に
は
、

私
の
親
内
山
喜
右
衛
門
は
、
慶
長
五
年
に
小
者
を
買
取
り
、
同
六
年
の
国
替
に
よ
り
筑
前
へ
移
っ
た
。
そ
し
て
、
同
八
年
に
は
再
び
帰
っ
て
き
て
、

米
国
監
物
に
仕
え
た
。
し
か
し
、
米
自
は
扶
持
を
放
た
れ
た
の
で
、
私
共
は
生
活
に
窮
迫
し
、
小
者
も
走
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
小
者
を
元
和
七
年

八
月
に
江
戸
で
見
付
け
た
の
で
、
居
所
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
薮
内
近
の
馬
乗
衆
河
島
善
兵
衛
所
に
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
そ
こ
で
、
河
島
に
返
還

を
申
し
込
ん
だ
が
、
「
知
行
所
ノ
名
帳
ノ
百
姓
ニ
て
御
座
候
、
善
兵
衛
ハ
少
も
不
存
候
問
、
御
国
迄
預
ケ
候
へ
と
」
と
い
う
返
事
で
あ
っ
た
。
河
島

が
帰
国
し
た
同
九
年
十
月
、
小
者
の
返
還
を
河
島
の
組
頭
に
申
し
込
ん
だ
が
、
そ
の
返
事
は
河
島
と
同
じ
く
、
知
行
所
の
「
百
姓
」
で
あ
る
か
ら
、

関
与
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
そ
こ
で
、
郡
奉
行
に
訴
え
た
が
、
郡
奉
行
は
そ
の
者
が
「
百
姓
」
で
な
い
の
で
、
関
与
で
き
な
い
と
言
っ
て

き
た
。

と
あ
る
。
木
村
は
、
父
内
山
喜
右
衛
門
が
買
得
し
た
小
者
の
返
還
を
求
め
て
お
り
、
小
者
甚
吉
が
「
百
姓
」
で
あ
る
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
、

郡
奉
行
ら
の
管
轄
も
異
な
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
直
接
に
公
事
聞
へ
訴
え
て
い
る
。
甚
吉
の
素
性
を
み
る
と
、
彼
の
父
藤
兵
衛
は
国
東
郡

次
郎
丸
村
の
「
百
姓
」
で
あ
っ
た
が
、
出
入
が
あ
り
中
津
郡
の
道
留
村
へ
移
り
、
内
山
嘉
右
衛
門
の
荒
仕
子
と
し
て
抱
え
ら
れ
た
。
そ
し

て
、
子
の
甚
吉
も
譜
代
と
し
て
内
山
に
売
り
渡
さ
れ
て
お
り
、
慶
長
五
年
三
月
二
十
一
日
付
の
証
文
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
同
六
年
、
藤

兵
衛
・
甚
吉
は
内
山
に
と
も
な
い
筑
前
へ
行
き
、
再
び
戻
っ
て
き
た
。
内
山
は
米
田
監
物
に
召
し
抱
え
ら
れ
、
中
津
郡
で
一
五

O
石
の
知



行
地
を
得
て
い
た
が
、
米
田
が
牢
人
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
、
内
山
も
牢
人
と
な
り
、
甚
吉
は
一
年
余
り
奉
行
を
続
け
た
。
し
か
し
、

無
給
だ
っ
た
の
で
、
そ
こ
を
離
れ
、
本
来
の
居
村
で
あ
る
次
郎
丸
村
へ
帰
っ
た
。
こ
の
次
郎
丸
村
は
薮
内
近
の
知
行
地
で
あ
り
、
そ
の
家

臣
河
島
善
兵
衛
に
宛
行
わ
れ
て
い
た
。
知
行
主
河
島
へ
人
足
と
し
て
出
た
甚
吉
が
江
戸
に
い
た
時
、
内
山
善
右
衛
門
の
子
木
村
十
左
衛
門

に
見
付
け
ら
れ
、
今
回
の
出
入
と
な
る
。

藤
兵
衛
・
甚
吉
父
子
が
も
と
も
と
次
郎
丸
村
の
「
百
姓
」
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
惣
庄
屋
の
証
言
も
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
父
子

は
一
度
こ
こ
を
去
っ
て
か
ら
、
再
び
帰
参
し
て
お
り
、
「
百
姓
」
と
し
て
認
め
る
か
ど
う
か
は
、
検
地
帳
の
名
付
が
証
拠
と
な
る
。
こ
の
点

に
つ
い
て
、
寛
永
元
年
九
月
、
次
郎
丸
村
を
管
轄
す
る
惣
庄
屋
の
「
申
上
ル
之
事
」
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
あ
る
。

川
島
善
兵
衛
方
百
姓
甚
吉
儀
、
御
検
地
之
翻
ハ
筑
前
ニ
居
申
候
由
ニ
御
座
候
条
、
私
手
永
次
郎
丸
村
御
検
地
帳
ニ
ハ
付
不
申
候
、
薮
内

近
殿
知
行
御
く
ば
り
ノ
名
寄
帳
ニ
付
申
候
以
上

細
川
氏
が
入
国
し
て
行
っ
た
慶
長
六
年
検
地
の
際
、
甚
吉
父
子
は
内
山
に
従
い
筑
前
に
い
た
の
で
、
検
地
帳
に
そ
の
名
は
な
か
っ
た
。

公
事
聞
の
裁
決
状
に
よ
れ
ば
、
「
薮
内
近
内
ノ
馬
乗
共
ニ
知
行
所
遣
候
時
之
名
帳
ニ
ハ
付
候
へ
共
、
是
を
以
百
姓
ノ
筋
目
と
可
申
様
無
御
座

候
」
と
あ
り
、
薮
が
河
島
へ
知
行
を
宛
行
っ
た
時
の
「
名
寄
帳
」
に
甚
吉
の
名
は
付
い
て
い
た
が
、
そ
れ
を
も
っ
て
「
筋
目
之
百
姓
」
と

い
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
「
百
姓
」
で
あ
る
こ
と
の
根
拠
は
、
慶
長
六
年
検
地
帳
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
点
か
ら
も
、
甚
吉
を
「
百

姓
」
と
い
う
河
島
の
主
張
は
退
け
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、
甚
吉
は
内
山
へ
「
さ
う
り
取
」
の
奉
公
に
出
て
い
た
と
い
う
の
に
対
し
、
証
文
に

は
「
永
譜
代
」
と
明
記
し
て
あ
り
、
甚
吉
は
以
前
の
抱
え
主
内
山
の
子
木
村
十
左
衛
門
に
渡
さ
れ
た
。

右
の
二
例
か
ら
、
細
川
領
内
に
お
け
る
走
り
者
の
返
還
は
、
走
り
者
を
出
し
た
側
か
ら
の
要
求
が
あ
っ
て
交
渉
が
始
ま
り
、
事
前
に
返

さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
交
渉
は
、
ま
ず
直
接
に
行
わ
れ
、
そ
れ
で
も
返
さ
れ
な
か
っ
た
時
に
郡
奉
行
・
惣
奉
行
な
ど

へ
訴
え
ら
れ
る
。
返
還
の
可
否
は
、
「
百
姓
」
の
場
合
、
検
地
帳
の
名
付
、
と
く
に
慶
長
六
年
の
検
地
帳
に
よ
る
。
細
川
氏
の
惣
検
地
は
慶

長
検
地
だ
け
で
あ
り
、
寛
永
三
年
に
も
実
施
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
規
矩
郡
の
み
の
検
地
で
あ
っ
た
。
「
百
姓
」
は
、
負
物
が
あ
ろ
う
と
も
返

一
七
世
紀
前
半
期
に
お
け
る
地
方
知
行
の
存
在
と
「
走
り
者
」
頻
出
の
社
会
状
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さ
れ
る
べ
き
存
在
だ
っ
た
。
元
和
九
年
、
中
津
郡
木
山
村
と
規
矩
郡
徳
力
村
の
蔵
入
地
聞
に
お
い
て
、
走
り
者
の
返
還
を
求
め
る
中
津
郡

の
郡
奉
行
は
、
「
木
山
村
本
百
姓
ニ
而
御
座
候
問
、
右
之
米
返
弁
不
仕
候
共
、
可
罷
帰
者
ニ
て
御
座
候
」
と
述
べ
て
い
お
。
走
り
者
の
「
百

姓
」
助
十
郎
は
、
五
斗
の
借
米
を
返
済
し
な
く
て
も
返
さ
れ
る
者
だ
と
い
う
。
検
地
帳
に
登
録
さ
れ
た
「
百
姓
」
に
は
、
い
わ
ゆ
る
初
期

本
百
姓
だ
け
で
な
く
名
子
・
下
人
も
含
ま
れ
て
お
り
、
彼
ら
は
検
地
帳
に
基
づ
い
て
帰
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
売
買
さ
れ
た
下
人
の
場
合
は
、

前
掲
②
の
小
者
出
入
り
に
み
え
る
ご
と
く
証
文
が
証
拠
と
な
る
。
木
村
十
右
衛
門
が
提
出
し
た
証
文
は
つ
ぎ
の
内
容
で
あ
っ
た
。

私
手
前
何
共
不
罷
成
候
付
市
、
せ
が
れ
松
寿
儀
御
譜
代
ニ
進
上
可
仕
候
条
、
米
如
何
程
ニ
て
も
被
下
候
へ
と
申
上
候
へ
共
、
御
合
点
不

被
成
ニ
付
、
七
右
衛
門
様
を
頼
色
々
御
理
り
申
上
候
て
、
米
弐
石
ニ
せ
が
れ
松
寿
儀
進
上
仕
候
処
ニ
、
永
譜
代
ニ
可
被
召
仕
通
り
黍
奉

存
候
、
随
分
被
懸
御
目
被
召
仕
候
て
可
被
下
候
、
若
彼
せ
が
れ
以
来
走
り
申
候
ハ
＼
右
之
弐
石
ノ
米
ニ
加
利
分
返
上
仕
、
其
上
彼
せ

が
れ
程
之
人
を
立
可
申
候
、
伺
為
後
日
一
筆
如
件

慶
長
五
年
三
月
廿
一
日

藤
兵
衛

判

内
山
喜
右
衛
門
殿

同

徳

松

殿

同

お

せ

ん

殿

同

亀

松

殿

藤
兵
衛
と
内
山
家
と
の
聞
に
、
松
寿
（
甚
吉
）
を
米
二
石
で
「
永
譜
代
」
と
す
る
契
約
が
結
ぼ
れ
て
い
る
。
契
約
文
に
、
走
っ
た
場
合

の
代
米
返
上
と
代
人
差
出
し
が
明
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
抱
え
主
は
走
り
者
の
負
物
弁
済
・
代
人
提
出
を
請
人
に
課
す
こ
と
が
で
き
た
。

そ
れ
ら
の
出
入
を
解
決
す
る
基
準
と
し
て
、
寛
永
元
年
二
月
の
規
定
で
は
、
奉
公
人
取
り
逃
げ
の
給
米
な
ど
は
請
人
の
負
担
と
し
、
請
人

が
い
な
い
場
合
は
親
類
の
負
担
と
な
る
。
返
済
で
き
な
い
場
合
は
抱
え
主
が
走
り
者
の
妻
子
を
召
し
使
い
、
「
普
代
ニ
百
遣
」
う
か
否
か
に

つ
い
て
は
抱
え
主
と
請
人
の
交
渉
次
第
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
下
人
・
下
女
・
小
者
な
ど
の
抱
え
主
に
と
っ
て
、
走
り
先
を
捜
し
、



証
文
を
提
出
し
て
返
還
を
申
し
込
む
よ
り
も
、
請
人
と
の
保
証
交
渉
が
重
要
な
問
題
と
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
鉄
砲
衆
や
水
夫
な
ど
の

走
り
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
鉄
砲
衆
阿
部
十
介
が
借
財
を
抱
え
た
ま
ま
走
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
分
を
立
て
替
え
て
い
た
小
頭
山
本
・

野
田
は
、
元
和
七
年
十
月
、
そ
れ
を
請
人
へ
転
嫁
す
べ
く
、
「
申
上
候
事
」
を
惣
奉
行
に
宛
て
て
提
出
し
お
。
そ
の
際
一
諸
に
差
し
出
し
た

請
状
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。

彼
岡
部
十
介
方
、
御
組
一
一
御
奉
公
召
置
候
問
、
我
等
請
人
立
申
候
条
、
若
此
入
走
申
候
ハ
、
替
り
之
人
御
奉
公
ニ
出
シ
可
申
候
、
其
上

殿
様
諸
道
具
何
ニ
て
も
取
に
け
仕
、
又
ハ
ほ
う
は
い
中
之
者
ま
て
も
わ
き
ま
へ
上
ヶ
可
申
候
、
次
ニ
御
借
米
之
儀
不
及
申
上
ニ
、
各
々

連
判
ニ
て
他
借
米
被
成
候
ま
て
被
何
懸
、
次
第
わ
き
ま
へ
上
ヶ
可
申
候
、
為
其
請
状
如
此
候

元
和
四
年
二
月
廿
一
日

赤
村

同
村

九
郎
右
衛
門

玉
上
弥
三

野
田
少
介
殿

山
本
吉
介
殿

田
川
郡
赤
村
の
者
が
請
人
と
な
っ
て
お
り
、
阿
部
が
走
れ
ば
代
人
を
差
し
出
す
こ
と
、
借
財
も
返
済
す
る
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
同
年

十
二
月
の
惣
奉
行
ら
に
よ
る
裁
決
は
、
阿
部
の
負
債
は
請
人
へ
転
嫁
し
、
そ
の
女
房
は
藩
主
忠
利
が
帰
国
す
る
ま
で
親
高
並
源
兵
衛
に
預

け
る
こ
と
と
し
た
。
ま
た
、
元
和
九
年
四
月
八
日
、
「
船
頭
」
三
宅
清
兵
衛
の
預
か
る
水
夫
少
エ
郎
が
大
坂
で
走
っ
た
一
件
で
眠
、
「
船
頭
」

三
宅
は
、
少
二
郎
が
細
川
氏
か
ら
借
用
し
て
い
た
米
一
石
八
斗
な
ど
の
返
済
に
つ
い
て
、
「
船
頭
惣
奉
行
」
へ
書
状
を
出
し
た
。
書
状
に
は
、

「
若
右
之
御
米
、
請
入
手
前
ニ
滞
申
候
ハ
＼
我
等
弁
上
納
可
仕
候
」
と
あ
り
、
少
二
郎
の
負
債
は
ま
ず
請
人
に
転
嫁
さ
れ
、
請
人
に
よ
る

返
済
が
で
き
な
い
場
合
に
「
船
頭
」
の
負
担
に
な
っ
た
。

さ
て
細
川
氏
は
、
領
国
内
の
走
り
者
を
一
定
条
件
下
で
認
め
て
い
る
。
そ
の
条
件
と
は
、
「
百
姓
」
で
あ
る
こ
と
、
領
国
内
で
あ
る
こ
と
、

「
百
姓
」
に
「
申
分
」
が
あ
る
こ
と
だ
っ
た
。
制
定
年
代
は
不
明
だ
が
、
忠
興
藩
主
時
代
（
慶
長
五

1
元
和
六
年
）
に
、
「
御
蔵
納
・
御
給
人

一
七
世
紀
前
半
期
に
お
け
る
地
方
知
行
の
存
在
と
「
走
り
者
」
頻
出
の
社
会
状
況
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四

方
之
百
姓
共
ニ
申
分
候
而
、
其
所
ニ
堪
忍
不
罷
成
候
者
、
他
国
を
不
仕
、
御
国
之
何
方
ニ
成
共
立
退
罷
居
可
申
」
と
定
め
ら
れ
て
い
た
。

こ
の
後
も
同
内
容
の
規
定
が
寛
永
三
年
・
寛
永
十
年
・
寛
文
十
年
に
出
さ
れ
る
。
一
七
世
紀
の
細
川
領
で
は
、
法
的
に
「
申
分
」
あ
る
「
百

姓
」
の
「
去
留
自
由
」
原
則
が
存
在
し
た
こ
と
に
な
る
。

同
様
に
、
徳
川
氏
の
慶
長
七
・
八
年
郷
村
提
や
黒
田
氏
の
慶
長
十
八
年
「
提
」
は
、
年
貢
皆
済
後
の
移
住
・
移
動
を
認
め
て
お
り
、
こ

れ
に
よ
っ
て
中
世
以
来
の
「
去
留
自
由
」
原
則
の
存
続
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
単
な
る
連
続
で
な
く
、
近
世
の
法
令
は

大
名
領
国
内
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
細
川
忠
興
の
規
定
は
「
他
国
を
不
仕
」
と
明
記
し
、
黒
田
氏
は
「
他
国
へ
立
退
候
儀
停
止
」
と
規
定
、

徳
川
氏
の
規
定
も
そ
の
領
固
と
い
う
べ
き
関
東
郷
中
を
対
象
と
し
た
も
の
だ
っ
た
。
一
定
条
件
下
で
の
領
圏
内
走
り
が
許
さ
れ
て
い
る
と

し
て
も
、
現
実
に
ど
う
だ
つ
た
か
を
検
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

寛
永
八
年
、
園
東
郡
佐
野
村
（
松
野
右
京
の
知
行
地
）
「
百
姓
」
半
七
が
、
細
川
忠
興
の
隠
居
領
「
く
る
わ
村
」
へ
走
っ
た
。
彼
は
「
田
も

少
々
か
り
候
て
走
」
っ
た
の
で
、
松
野
は
忠
興
隠
居
領
を
統
括
す
る
「
中
津
奉
行
」
へ
返
還
を
申
し
入
れ
た
。
「
中
津
奉
行
」
は
、
松
野
の

下
代
・
佐
野
村
庄
展
・
「
く
る
わ
村
」
庄
屋
・
半
七
を
呼
び
出
し
て
対
決
さ
せ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
申
分
」
を
聞
い
た
。
そ
の
結
果
、
「
互
之

申
分
を
聞
届
候
上
、
半
七
申
分
間
之
候
ニ
付
、
笠
（
ま
〉
く
る
わ
村
ニ
被
召
置
ニ
相
究
り
」
と
な
っ
た
。
半
七
の
「
申
分
」
が
ど
の
よ
う
な

も
の
で
あ
っ
た
か
わ
か
ら
な
い
が
、
こ
の
件
を
裁
い
た
忠
興
家
政
機
構
の
「
中
津
奉
行
」
は
半
七
の
主
張
を
認
め
、
隠
居
領
へ
の
走
り
込

み
を
承
認
し
て
い
る
。

こ
れ
を
み
る
と
、
「
申
分
」
が
あ
れ
ば
、
稲
を
刈
取
っ
た
者
で
も
比
較
的
自
由
に
走
る
こ
と
が
で
き
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ

れ
ま
で
検
討
し
た
事
例
に
お
い
て
、
給
人
ら
は
走
り
を
認
め
ず
、
父
母
を
人
質
に
取
っ
て
帰
参
を
勧
告
し
た
り
し
て
お
り
、
自
領
域
か
ら

の
農
民
移
出
を
極
め
て
制
限
し
て
い
た
。
藩
主
忠
利
に
お
い
て
も
、
元
和
九
年
に
「
申
分
」
に
関
係
な
く
父
忠
興
の
隠
居
領
へ
走
っ
た
者

の
返
還
を
申
し
入
れ
て
い
る
。
こ
の
返
還
要
求
を
拒
否
し
た
忠
興
が
、
「
其
方
一
国
ニ
人
多
置
度
と
被
存
候
こ
と
く
、
我
々
蔵
納
ニ
も
人
多

置
申
度
候
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
が
自
領
域
で
の
農
民
数
増
加
を
目
論
ん
で
い
た
。
忠
興
隠
居
領
へ
の
走
り
者
に
は
、
忠



利
蔵
入
地
や
家
臣
知
行
地
の
者
、
あ
る
い
は
犯
罪
者
な
ど
も
含
ま
れ
て
い
た
が
、
藩
主
忠
利
は
そ
の
者
た
ち
を
取
り
も
ど
す
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
両
者
の
政
治
的
関
係
か
ら
隠
居
領
が
「
他
国
」
並
の
特
殊
領
域
で
あ
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
。
そ
う
し
た
事
情
を

承
知
す
る
給
人
松
野
は
、
藩
主
に
返
還
を
依
頼
せ
ず
、
直
接
に
交
渉
し
た
の
で
あ
る
が
、
半
七
は
返
さ
れ
な
か
っ
た
。
細
川
氏
の
領
国
内

に
お
い
て
、
「
百
姓
」
の
走
り
が
公
的
に
認
め
ら
れ
る
の
は
、
そ
の
「
申
分
し
と
い
う
よ
り
も
大
名
・
給
人
な
ど
領
主
相
互
の
政
治
的
関
係

に
よ
る
。

以
上
、
細
川
領
国
に
お
い
て
は
、
給
人
ら
の
恋
意
的
支
配
を
制
限
す
る
た
め
に
、
一
定
条
件
下
で
の
「
去
留
自
由
」
が
大
名
法
令
と
し

て
出
さ
れ
て
い
る
が
、
耕
地
開
発
を
推
進
す
る
給
人
が
容
易
に
「
百
姓
」
の
走
り
を
認
め
る
わ
け
で
な
く
、
様
々
の
方
策
を
と
っ
て
呼
び

戻
し
を
は
か
っ
て
い
る
。
「
百
姓
」
に
し
て
み
れ
ば
、
細
川
氏
法
令
に
し
た
が
い
領
圏
内
の
他
村
へ
移
り
、
そ
の
こ
と
が
公
的
に
認
め
ら
れ

る
の
は
殆
ど
な
か
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
た
だ
し
、
彼
ら
が
土
地
に
縛
り
付
け
ら
れ
て
い
た
と
い
う
の
で
な
く
、
隠
居
領
へ
の
走
り
込
み

に
み
ち
れ
る
よ
う
に
、
「
百
姓
」
は
領
主
相
互
の
関
係
を
考
慮
し
な
が
ら
他
所
へ
走
る
。
そ
れ
ら
の
走
り
者
に
と
っ
て
、
各
領
主
が
自
領
域

の
「
人
多
」
く
を
求
め
て
い
た
か
ら
、
返
還
要
求
が
出
る
ま
で
返
さ
れ
る
心
配
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

〔註〕

〈

l
）
「
永
育
文
庫
」
。

（2
）
寛
永
三
年
『
奉
書
』
三
月
二
日
条
に
「
当
春
規
矩
郡
御
検
地
被
仰
付
候
」
と
あ
る
。

（3
）（
5
）
元
和
七

1
九
年
『
立
御
耳
工
事
目
安
之
写
帳
・
相
済
申
工
事
目
安
之
写
帳
』
。

（4
）
元
和
十
i
寛
文
三
年
「
町
方
記
録
之
内
』
。

（6
）
元
和
九
年
『
御
船
頭
衆
へ
之
差
紙
之
控
帳
』
。

（7
）
拙
稿
「
近
世
初
期
の
「
走
り
者
』
対
策
と
土
地
緊
縛
」
。

（8
）
『
綿
考
輯
録
』
、
元
和
・
寛
永
年
中
『
雑
事
』
、
「
部
分
御
旧
記
』
国
郡
井
人
民
之
部
。

（9
）
入
間
田
宣
夫
『
百
姓
申
状
と
起
請
文
の
世
界
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
六
年
）
ニ

O
頁
は
、
「
中
世
農
民
の
基
本
白
権
利
と
も
い
う

一
七
世
紀
前
半
期
に
お
け
る
地
方
知
行
の
存
在
と
「
走
り
者
」
頻
出
の
社
会
状
況

五



一
七
世
紀
前
半
期
に
お
け
る
地
方
知
行
の
存
在
と
「
走
り
者
」
頻
出
の
社
会
状
況

品

／、

（叩）
（日）

（ロ）

べ
き
『
去
留
』
の
自
由
の
原
則
は
近
世
初
期
に
い
た
る
も
消
滅
す
る
こ
と
な
く
存
続
し
た
の
で
あ
っ
た
」
と
し
、

し
の
運
動
構
造
』
（
校
倉
書
一
房
、
一
九
八
四
年
）
一
八
頁
も
同
様
に
規
定
す
る
。

寛
永
八
年
正
月
八
日
、
祐
筆
飯
田
才
兵
衛
宛
の
惣
奉
行
書
状
。

『
細
川
家
史
料
」
一
一
｜
四
O
一号。

拙
稿
「
幕
藩
制
確
立
期
に
お
け
る
隠
居
領
の
問
題
」
（
『
日
本
史
研
究
』
三
五
O
号、

山
田
忠
雄
『
一
授
打
毅

一
九
九
一
年
）
。

お
わ
り
に

細
川
領
で
は
、
蔵
入
地
・
知
行
地
の
区
別
な
く
被
災
者
へ
の
竹
木
支
給
や
新
百
姓
ら
へ
の
「
郡
米
」
支
給
な
ど
、
統
一
的
な
農
村
対
策

が
実
施
さ
れ
て
い
る
一
方
で
、
蔵
入
地
が
優
先
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
元
和
七
年
の
中
津
郡
節
丸
村
入
作
一
件
に
お
い
て
、
龍
者
と
な

っ
た
善
兵
衛
は
、
周
辺
村
へ
も
入
作
し
て
い
た
。
彼
が
簡
者
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
稲
の
根
付
け
が
出
来
な
い
と
い
う
惣
庄
屋
は
そ

の
釈
放
を
願
っ
た
。
惣
庄
匡
は
、
「
彼
か
〉
へ
分
、
大
学
殿
知
行
分
六
拾
芯
余
御
座
候
、
此
根
付
之
儀
ハ
我
々
と
〆
あ
ま
り
か
ま
い
不
申
候

へ
共
、
御
蔵
納
内
垣
村
ニ
三
十
石
余
御
座
候
、
是
ハ
無
主
故
彼
善
兵
衛
右
占
肝
煎
申
候
条
、
不
罷
居
候
へ
ハ
根
付
仕
ゃ
う
無
御
座
候
」
と

述
べ
て
い
る
。
彼
ら
に
と
っ
て
、
知
行
地
の
根
付
に
そ
れ
ほ
ど
「
か
ま
い
」
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
元
和
八
年
の
京

都
郡
伊
与
原
村
｜
延
永
村
の
帰
参
者
出
入
に
お
い
て
、
惣
奉
行
ら
は
知
行
地
延
永
村
側
の
主
張
を
正
当
し
な
が
ら
、
蔵
入
地
伊
与
村
側
の

意
向
の
み
を
取
り
上
げ
て
蔵
入
地
へ
の
帰
属
を
決
定
し
た
。

こ
れ
ら
蔵
入
地
優
先
の
志
向
性
は
、
近
世
初
期
の
大
名
領
国
に
お
け
る
知
行
地
の
相
対
的
独
立
性
を
示
す
こ
と
に
な
る
。
給
人
は
一
定

の
制
約
を
受
け
な
が
ら
、
自
ら
の
責
任
で
検
見
・
免
定
を
行
い
、
知
行
地
を
支
配
す
る
。
彼
ら
は
、
知
行
地
内
の
農
民
数
減
少
に
敏
感
に

反
応
し
、
走
り
先
を
突
き
と
め
直
接
に
交
渉
し
て
そ
の
維
持
・
増
大
に
努
め
た
。
こ
う
し
た
給
人
領
主
制
は
し
だ
い
に
大
名
領
国
制
の
下

に
抱
摂
さ
れ
て
い
き
、
そ
の
自
立
的
発
展
を
阻
止
さ
れ
て
い
く
が
、
一
七
世
紀
前
半
期
に
は
い
ま
だ
あ
る
程
度
の
独
自
性
を
保
っ
て
い
た
。



こ
れ
ま
で
、
走
り
者
の
頻
出
は
「
全
剰
余
労
働
収
奪
」
の
論
理
で
説
明
さ
れ
て
き
た
。
佐
々
木
潤
之
介
氏
に
よ
る
と
、
領
主
に
よ
る
全

剰
余
労
働
搾
摂
の
原
則
が
「
小
農
」
の
発
展
を
阻
止
し
、
一
七
世
紀
前
半
の
一
般
的
な
「
小
農
」
自
立
闘
争
は
、
小
規
模
の
農
民
家
族
に

よ
る
「
逃
散
」
（
走
り
）
の
形
態
を
と
ら
ざ
る
を
え
な
い
、
走
り
は
「
『
小
農
』
発
展
の
不
充
全
な
表
現
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
い
う
。
つ
ま

り
、
年
貢
夫
役
の
過
重
に
端
ぐ
農
民
が
没
落
し
て
走
る
、
と
い
う
の
が
従
来
の
通
説
的
見
解
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
社
会
状
況
と
し
て
多

発
す
る
走
り
を
「
小
農
」
経
営
の
破
綻
と
い
う
側
面
の
み
か
ら
捉
え
る
の
は
、
一
面
的
な
評
価
で
あ
る
。
本
稿
お
よ
び
別
稿
で
検
討
し
た

よ
う
に
、
近
世
初
期
の
社
会
は
、
大
名
領
国
の
内
外
を
問
わ
ず
、
各
領
主
が
農
民
獲
得
に
狂
奔
し
て
い
た
時
代
で
あ
り
、
そ
の
背
景
に
は

長
い
戦
乱
の
終
結
に
よ
る
「
開
発
」
の
展
開
が
あ
っ
た
。
「
開
発
」
に
と
も
な
う
労
働
力
需
要
が
領
主
の
人
口
増
加
要
求
を
高
め
、
走
り
者

の
吸
引
力
と
な
っ
て
い
く
。
大
名
が
様
々
の
優
遇
策
を
設
け
て
他
国
者
を
招
き
寄
せ
た
よ
う
に
、
給
人
も
自
領
外
の
農
民
を
招
き
入
れ
る

「
独
善
的
な
エ
ゴ
イ
ズ
ム
」
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

「
没
落
の
表
現
」
と
し
て
の
走
り
者
の
姿
だ
け
で
な
く
、
「
開
発
」
に
と
も
な
う
労
働
力
移
動
と
し
て
の
側
面
を
捉
え
な
け
れ
ば
、
そ
の

歴
史
的
評
価
を
誤
ま
ら
せ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

〔註〕
寛
永
七
年
『
御
郡
へ
之
担
』
八
月
二
十
八
日
条
に
よ
る
と
、
蔵
入
地
・
知
行
地
の
台
風
被
害
者
へ
家
屋
修
理
用
の
竹
木
を
支
給
し
て
い
る
。

寛
永
二
年
『
奉
書
』
八
月
十
二
日
条
に
よ
る
と
、
蔵
入
地
・
知
行
地
の
「
新
百
姓
、
帰
参
百
姓
、
或
家
な
と
損
候
も
の
」
へ
「
郡
米
」
を

貸
与
し
た
。

（3
）（
4
）
元
和
七
1
九
年
『
立
御
耳
工
事
目
安
之
写
帳
・
相
済
申
工
事
目
安
之
写
帳
』
。

（5
）
朝
尾
高
弘
「
『
公
儀
』
と
幕
藩
領
主
制
」
（
『
講
座
日
本
歴
史
」
近
世
て
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
五
年
）
。

（6
）
佐
々
木
潤
之
介
「
近
世
農
村
の
成
立
」
（
『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
』
近
世
二
、
一
九
六
三
年
）
、
同
著
吋
幕
藩
制
国
家
論
』
上
下
（
東
京
大
学

出
版
会
、
一
九
八
四
年
）
も
同
様
の
見
解
で
あ
る
。

拙
稿
「
近
世
初
期
の
「
走
り
者
』
対
策
と
土
地
緊
縛
」
。

（

1
）
 

｛

2
）
 

（

7）
 

一
七
世
紀
前
半
期
に
お
け
る
地
方
知
行
の
存
在
と
「
走
り
者
」
頻
出
の
社
会
状
況

七



（

8
）
 

深
谷
克
己
『
増
補
改
訂
百
姓
一
撲
の
歴
史
的
構
造
」
（
校
倉
醤
房
、

一
七
世
紀
前
半
期
に
お
げ
る
地
方
知
行
の
存
在
と
「
走
り
者
」
頻
出
の
社
会
状
況

一
九
八
六
年
）
三

O
六
頁
。
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